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令和８年３月６日（金曜日）

─────────────────────

   午前９時58分開会

────────────────

会議に付託された議案等

○議案第45号 令和７年度宮崎県一般会計補正

       予算（第８号）

○議案第46号 令和７年度宮崎県開発事業特別

資 金 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 )

○議案第47号 令和７年度宮崎県公債管理特別

       会計補正予算（第１号）

○議案第64号 職員の旅費に関する条例等の一

       部を改正する条例の一部を改正

       する条例

○議案第66号 宮崎県行政手続等における情報

       通信の技術の利用に関する条例

       の一部を改正する条例

○議案第79号 工事請負契約の変更について

○議案第80号 工事請負契約の変更について

○報告第１号 専決処分の承認を求めることに

       ついて

［令和７年度宮崎県一般会計

補正予算（第６号）］

〇その他報告事項

 ・宮崎県総合計画「長期ビジョン」の見直し

  素案について

 ・令和５年度宮崎県県民経済計算について

 ・バス無料デーの実施結果について

 ・宮崎県過疎地域持続的発展計画の改定につ

  いて

 ・令和７年度男女共同参画社会づくりのため

  の県民意識調査について

 ・令和７年度第２回県立病院事業点検プロジ

  ェクトチーム報告について

 ・沖縄県先島諸島からの住民避難に係る「受

  入れ基本要領」の策定について

 ・宮崎県国民保護計画の変更について

 ・南海トラフ巨大地震等に係る被害想定に

  ついて

 ・「第３期宮崎県地震・津波減災計画」

  （新・宮崎県地震減災計画）について

 ・県主要施設のスケジュールについて

────────────────

出席委員（７人）

  委 員 長   佐 藤 雅 洋

  副 委 員 長   齊 藤 了 介

  委      員   外 山   衛

  委      員   山 内 いっとく

  委      員   河 野 通 博

  委      員   今 村 光 雄

  委      員   松 本 哲 也

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

────────────────

説明のため出席した者

 総務部

  総 務 部 長   田 中 克 尚

  危機管理統括監   津 田 君 彦

  総 務 部 次 長
             那 須 隆 輝

（総務･市町村担当）

  総 務 部 次 長
             児 玉 洋 一
  （ 財 務 担 当 ）

  危 機 管 理 局 長
             中 尾 慶一郎
  兼危機管理課長

  総 務 課 長   福 島 久 大

  部参事兼人事課長   伊 東   浩

  行政改革推進室長   宮 崎 智 美

  財 政 課 長   池 田 幸 優

  財産総合管理課長   廣 池 修 次

    営 繕 課 長   下温湯 盛 久

  設 備 室 長   原 田   徹
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  税 務 課 長   鎌 田   正

  市 町 村 課 長   池 北   斉

総務事務センター課長   後 藤 道 洋

  消 防 保 安 課 長   羽 田 貴 一

 総合政策部

  総 合 政 策 部 長   川 北 正 文

  政 策 調 整 監   大 東   収

県参事兼総合政策部次長
             佐 野 晃 浩
  （政策推進担当）

  総合政策部次長
             長 友 修 一
  （県民生活担当）

部参事兼総 合政策 課長   中 村 智 洋

  広 域 連 携 課 長   酒 匂 晋 也

  秘 書 広 報 課 長   佐 藤 純一郎

  広 報 戦 略 室 長   小 山 圭 一

  統 計 調 査 課 長   芝 吹 政 明

  総 合 交 通 課 長   松 田   隆

中山間・地域政策課長   濵 川 哲 一

  産 業 政 策 課 長   川 﨑 智 子

  デジタル推進課長   福 崎   寿

  生 活 ・ 協 働 ・
             森 山 紀 子
  男 女 参 画 課 長

交通・地域安全対策監   坂 元 敏 彦

みやざき文化振興課長   松 元 弘 樹

  人権同和対策課長   大 迫 義 彦

  女性活躍推進室長   前 田 直 彦

 宮崎国スポ・障スポ局

宮崎国スポ・障スポ局長   山 下 栄 次

宮崎国スポ・障スポ局次長
             長 倉 正 朋

（総括）兼総務企画課長

宮崎国スポ・障スポ局次長
             若 林 繁 幸
  （ 競 技 担 当 ）

  競技・式典課長   橋 倉 篤 寿

  施 設 調 整 課 長   財 部 孝 志

  障スポ大会課長   駒 路 美 保

競技力向上推進課長   横 山 美 和

 会計管理局

  会 計 管 理 者 兼
             平 山 文 春
  会 計 管 理 局 長

  会計管理局次長   坂 下 利 雄

  会 計 課 長   中 原 洋 一

  物品管理調達課長   山 台 直 子

 人事委員会事務局

  事 務 局 長   日 髙 正 勝

  総 務 課 長   寺 原 佳 史

  職 員 課 長   児 玉 憲 彦

 監査事務局

  事 務 局 長   坂 元 修 一

  監 査 第 一 課 長   林   玲 子

  監 査 第 二 課 長   下 村 昌 彦

 議会事務局

  事 務 局 長   川 畑 敏 彦

  事 務 局 次 長   久 保 範 通

  総 務 課 長   徳 松 一 豊

  議 事 課 長   菊 池   博

  政 策 調 査 課 長   西久保 耕 史

────────────────

事務局職員出席者

  議 事 課 主 査   岩 下 恵 美

  政策調査課主査   藤 原 諒 也

─────────────────────

○佐藤委員長 ただいまから総務政策常任委員

会を開会いたします。

 まず、委員席の決定についてであります。お

手元に配付いたしました委員席案のとおり決定

してよろしいでしょうか。
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   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、そのように決定いた

します。

 次に、委員会の日程についてですが、日程案

につきましては、御覧のとおりとしたいと思っ

ておりますが、御異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、そのように決定いた

します。

 次に、議案第64号「職員の旅費に関する条例

等の一部を改正する条例の一部を改正する条例」

に対する人事委員会の意見についてであります。

 タブレットの委員協議フォルダ内にある資料

を御覧ください。

 これは、地方公務員法第５条第２項の規定に

基づき、議会から人事委員会に意見を求めた回

答であります。

 それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

   午前９時59分休憩

─────────────────────

   午前10時２分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

本委員会に付託されました議案等について、

部長の概要説明を求めます。

○川北総合政策部長 初めに、お礼を申し上げ

ます。

 昨年12月19日、延岡市において開催しました

みやざきの新幹線を考えるシンポジウムｉｎ延

岡には、松本委員をはじめ県議会議員の皆様に

御出席を賜りました。

 あわせて、１月22日に東京において開催しま

した基本計画路線全国総決起大会には、外山議

長に御出席をいただきますとともに、その後の

国土交通省の永井大臣政務官等への要望にも御

参加いただきました。重ねてお礼を申し上げま

す。

 国家プロジェクトであります新幹線の基本計

画路線につきましては、長期にわたり動きが停

滞している状況ではございますが、各地におけ

る機運の醸成とその熱意をアピールするという

ことは、国に対して改めてその必要性を認識し

ていただく契機になったものと考えております。

 今後も東九州新幹線の整備実現に向けまして、

関係機関と連携し、国に働きかけてまいります。

 また、１月29日に開催しました第30回若山牧

水賞授賞式におきましては、外山議長をはじめ

委員の皆様に御出席いただきました。誠にあり

がとうございます。

 この賞は、平成７年度に創設されまして、今

年度で第30回の節目の年を迎えましたが、今後

とも全国に誇れる短歌文学賞としてさらなる発

展に取り組んでまいります。

 それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す当部関係の議案につきまして、御説明させて

いただきます。

 総務政策常任委員会資料２ページ目、目次を

御覧ください。

 今回、総合政策部からお願いしております予

算議案は、議案第45・46号「令和７年度宮崎県

一般会計補正予算案」についてであります。

 Ⅱの特別議案につきましては、議案第66号

「宮崎県行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する条例の一部を改正する条例」の

１件でございます。

 Ⅲのその他報告事項につきましては、宮崎県

総合計画「長期ビジョン」の見直し素案につい

て、令和５年度宮崎県県民経済計算について、

ほか３件でございます。

それでは、補正予算の概要につきまして、御
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説明させていただきます。

 資料の３ページを御覧ください。

 総合政策部の２月補正予算額は、表の左か

ら３列目の補正額にありますとおり、一般会計

で15億5,807万1,000円の減額をお願いしており

ます。

 これは、主に国庫補助決定等に伴うものや執

行残による減額補正、また、国の補正予算等に

伴う増額補正となっております。

 これによりまして、２月補正後の最終予算額

は、表の右から３列目の補正後の額にあります

とおり、一般会計で162億8,626万4,000円となり

ます。

 次に、開発事業特別資金特別会計でございま

す。

 表の下から２行目にありますとおり、補正額

は1,463万1,000円の増額補正をお願いしており

ます。

 これは、九州電力からの株式配当の増及び一

般会計への繰出額の確定などによるものであり

ます。

 その結果、総合政策部の補正後の予算額は、

一般会計と特別会計を合わせまして、補正後の

額の一番上の行にありますとおり163億2,197万

5,000円となります。

 次に、４ページを御覧ください。

 繰越明許費補正（追加）でございます。表に

ありますとおり「トラックドライバー確保・定

着支援事業」から「私立学校生徒寮食緊急支援

事業」までの６事業で合計３億375万2,000円の

繰越しをお願いするものであります。

 それぞれの議案の詳細につきましては、後ほ

ど担当課長から御説明いたします。

○佐藤委員長 次に、予算議案についての説明

を求めます。

 なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○中村総合政策課長 総合政策部の繰越明許費

補正について御説明いたします。

 常任委員会資料４ページを御覧ください。

 繰越明許費補正（追加）として、６事業、３

億375万2,000円の繰越しをお願いするものであ

ります。

 今回追加しております６事業は、いずれも国

の重点支援地方交付金を活用し、物価高騰対策

としまして補正予算をお願いしているものであ

りまして、事業実施期間の関係から、繰越しを

お願いするものであります。

 繰越しについては、以上であります。

 続きまして、当課の補正予算について御説明

いたします。

 資料の５ページを御覧ください。

 総合政策課の２月補正額は、この表の一番上、

左から３列目、補正額の欄でありますが、一般

会計と特別会計を合わせまして、4,342万8,000

円の減額補正をお願いしております。

 補正後の予算額は、右から３列目の欄、７億

1,798万2,000円となります。

 補正額の内訳は、一般会計が5,805万9,000円

の減額、特別会計が1,463万1,000円の増額であ

ります。

 それでは、補正の主な内容について御説明い

たします。

 ６ページを御覧ください。

 上から３つ目の（事項）県外事務所費134万

3,000円の減額ですが、これは、東京及び福岡事

務所の旅費や借上車使用料等の執行残でありま

す。

 その下の（事項）県計画総合推進費357万

1,000円の増額ですが、これは、宮崎再生基金及
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び日本一挑戦プロジェクト推進基金の運用利息

が見込みを上回ったことによるものであります。

 次に、下の表、特別会計を御覧ください。

 開発事業特別資金特別会計であります。

 １つ目の（事項）積立金1,498万5,000円の増

額ですが、これは、九州電力の株式配当金の増

額によるものであります。

○酒匂広域連携課長 広域連携課の補正予算に

ついて、御説明いたします。

 常任委員会資料７ページを御覧ください。

 広域連携課の補正額は、左から３列目、補正

額の欄にありますとおり182万8,000円の減額で

ございます。

 補正後の予算額は、右から３列目の欄にあり

ますとおり7,965万5,000円となります。

 では、補正の主な内容について御説明いたし

ます。

 ８ページを御覧ください。

 上から２つ目の（事項）広域連携推進費73万

円の減額でありますけれども、これは広域連携

の推進に要する経費における旅費や負担金等の

執行残でございます。

○佐藤秘書広報課長 秘書広報課の補正予算に

つきまして、御説明いたします。

 常任委員会資料９ページを御覧ください。

 秘書広報課の２月補正額は、表の一番上、左

から３列目の補正額の欄のとおり、864万7,000

円の減額補正をお願いしております。

 補正後の額は、右から３列目の欄、５億7,653

万7,000円となります。

 次に、補正の主な内容について御説明いたし

ます。

 10ページを御覧ください。

 上から３つ目の（事項）広報活動費289万

8,000円の減額であります。

 これは、説明欄の１～６にありますように、

印刷広報や県ホームページ情報掲載など、各広

報媒体における県政広報活動経費の執行残であ

ります。

○芝吹統計調査課長 統計調査課の補正予算に

つきまして、御説明いたします。

 資料の11ページを御覧ください。

 統計調査課の補正額は、この表の一番上の左

から３列目に記載しておりますけれども、3,585

万6,000円の減額であります。

 これにより、補正後の額は、右から３列目に

記載しておりますが、９億2,883万5,000円とな

ります。

 補正の主な内容について御説明します。

 12ページを御覧ください。

 一番下の（事項）国勢調査費1,984万円の減額

であります。

 これは、人口、世帯数をはじめ、男女別・産

業別等の人口の構成や世帯の構成等を明らかに

するために、令和７年10月１日を調査期日とし

て実施した国勢調査に要する経費でございます

が、国庫委託費の交付決定に伴い減額するもの

でございます。

○松田総合交通課長 総合交通課の補正予算に

つきまして、御説明いたします。

 委員会資料14ページを御覧ください。

 総合交通課の補正額は、左から３列目にあり

ますように、総額で２億1,405万5,000円の減額

補正をお願いしております。

 補正後の額は、右から３列目にありますとお

り15億5,557万5,000円となります。

 次に、補正の主な内容について御説明いたし

ます。

 15ページを御覧ください。

 まず、上から２行目にあります（事項）広域
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交通ネットワーク推進費が9,520万8,000円の増

額であります。

 主な理由としまして、まず、説明欄の１「ト

ラックドライバー確保・定着支援事業」の4,802

万円の増額であります。

 この事業は、トラックドライバーの免許取得

を支援することなどを目的に、９月補正で措置

したものでありますが、交付事務を行うトラッ

ク協会に対しまして、県内の運送事業者から多

くの申請や問合せがあるなど、大きなニーズが

あると伺っており、今回の補正で事業費を増額

し、繰越しの上、令和８年度においても、事業

を継続して実施するものであります。

 次に、２の新規事業「燃料課税制度変更に伴

う交通・物流事業者支援事業」につきましては、

後ほど御説明いたします。

 ４の「モーダルシフトによる「物流の2024年

問題」対策強化事業」は、1,455万円の減額であ

ります。

 減額の主な要因としましては、県内トラック

運送事業者のモーダルシフトを推進するための

補助金が減額となったものであり、その背景と

しまして、令和６年度に主要な輸送品目であり

ます農産物の出荷量が気象障害等の影響によっ

て一時的に減少したとの認識の下、令和７年度

は令和６年度と同額の予算を準備したところで

ありますが、前年度に比べ、輸送量は増加した

ものの想定した水準までには至らなかったこと

によるものであります。

 次に、その下の（事項）地域交通ネットワー

ク推進費が２億6,120万6,000円の減額でありま

す。

 主な理由としましては、説明欄１「地方バス

路線等運行維持対策事業」の２億3,501万7,000

円の減額であります。

 主な理由としましては、（３）「宮崎県バス

ネットワーク最適化支援事業」におきまして、

市町村やバス事業者と運行の最適化に向け協議

を進めたところ、ルートやダイヤの変更など予

算を要しない見直しが多く、結果として、車両

購入などに要する費用が当初の見込みを下回っ

たことなどによるものであります。

 ５の新規事業「ＵＤタクシー普及促進事業」

につきましては、後ほど御説明いたします。

 次に、その下の（事項）航空交通ネットワー

ク推進費が3,700万円の減額であります。

 主な理由としましては、ソウル線におきまし

て、冬季ダイヤにおける増便が遅れたことや、

台北線におきまして、旅行形態が個人旅行へと

シフトしてきたことに伴い、航空会社による自

社販売の割合が増したことから、現地旅行会社

への座席買取り支援の所要額が減少したことに

よるものであります。

 次に、その下の（事項）運輸事業振興費が780

万1,000円の減額であります。

 主な理由としましては、説明欄１、運輸事業

振興助成交付金におきまして、運輸事業の振興

の助成に関する法律に基づいて、一定の計算式

によって交付金の額が確定されることとなって

おりますが、算定に用いられる係数について国

から告示され、確定したことに伴い減額するも

のであります。

 続いて、16ページを御覧ください。

 新規事業「燃料課税制度変更に伴う交通・物

流事業者支援事業」について御説明いたします。

 補正額は6,216万6,000円、財源は国庫の重点

交付金です。

 事業の目的ですが、原油高対策として実施さ

れてきた国の燃料油激変緩和対策補助金等が、

暫定税率の廃止に伴い終了が見込まれることか
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ら、燃料費負担が増加するタクシー事業者や海

上輸送事業者の負担軽減を図るものであります。

 事業の概要を御覧ください。

 （１）事業内容ですが、国による支援の終了

に伴い、燃料費の増加が見込まれるＬＰガスや

重油を燃料とするタクシー事業者や海上輸送事

業者に定額補助を行います。

 （３）成果指標としましては、安定的かつ持

続的な本県交通・物流網の維持を目指します。

 最後に、事業期間は、令和７年度ですが、事

業費を繰越しの上、令和８年度において事業を

実施してまいります。

 次に、17ページを御覧ください。

 新規事業「ＵＤタクシー普及促進事業」につ

いて御説明いたします。

 予算額は2,787万6,000円、財源は国庫の重点

交付金です。

 事業の目的ですが、物価高騰の影響を受ける

タクシー事業者に対し、燃費性能に優れ燃料費

の抑制が期待できるユニバーサルデザインタク

シー車両の導入を支援することにより、事業継

続のための負担軽減を図るとともに、国スポ・

障スポの本県開催に向け、来県者はもとより地

域住民を含め、多くの人にとって利用しやすい

移動手段の確保を図るものであります。

 事業の概要を御覧ください。

 （１）事業内容ですが、ユニバーサルデザイ

ンタクシー１台当たり60万円を上限に、車両購

入や改造に係る経費について補助を行うととも

に、運転士の研修に要する経費についても補助

いたします。

 （３）成果指標としましては、本県における

ユニバーサルデザインタクシーの割合を、令和

５年度末の5.5％から、令和８年度末に10.6％ま

で引き上げることを目指します。

 最後に、事業期間は令和７年度ですが、事業

費を繰越しの上、令和８年度において事業を実

施してまいります。

○濵川中山間・地域政策課長 中山間・地域政

策課の補正予算について、御説明いたします。

 資料の18ページを御覧ください。

 当課の補正予算額は、左から３列目の補正額

の欄のとおり２億6,538万円の減額補正で、補正

後の額は、右から３列目のとおり８億488万円と

なります。

 補正の主なものについて御説明いたします。

 19ページを御覧ください。

 まず、上から２つ目の（事項）中山間地域振

興対策費について、4,123万7,000円の減額であ

ります。

 主なものとしまして、説明欄の３「「地域運

営組織」形成促進事業」で2,936万3,000円の減

額であります。

 これは、地域課題の解決に持続的に取り組む

地域運営組織を形成する上で必要な事務局の拠

点整備や、事業開始に必要な設備整備などの初

期費用に対して支援を行うものですが、補助申

請が見込みを下回ったことによる執行残であり

ます。

 続きまして、５「地域の力で実現する持続可

能な中山間地域づくり推進事業」で465万9,000

円の減額であります。

 これは、中山間地域において、住民が主体と

なった地域課題への取組に係る経費の一部を支

援するものですが、市町村からの補助申請が見

込みを下回ったことによる執行残であります。

 続きまして、７「中山間地域移動スーパー等

導入支援事業」で400万円の減額であります。

 これは、移動スーパーの開設など、中山間地

域の住民の買物支援に取り組む事業者に対して、
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事業の初期費用の一部を支援するものでありま

すが、補助申請が見込みを下回ったことによる

執行残であります。

 次に、（事項）地域活性化促進費について、

4,517万円の減額であります。

 主なものとしまして、説明欄の３「未来へつ

ながる地域づくり協創支援事業」で4,300万円の

減額であります。

 これは、市町村が、地域住民またはほかの市

町村と連携し、地域活性化に取り組む事業を最

長３年間にわたって支援するものですが、令和

６年度の採択案件について、事業２年目に当た

る今年度の事業費が少額にとどまったことや、

今年度の新規申請について、活用意向はあった

ものの結果的に申請に至らなかったものや、事

業規模が縮小したことなどを理由に、市町村か

らの補助申請が見込みを下回ったことによる執

行残であります。

 次に、（事項）移住・定住促進費について、

１億7,639万5,000円の減額であります。

 主なものとしまして、説明欄の１「宮崎ひな

た暮らし移住・定住促進事業」で1,188万5,000

円の減額であります。

 これは、移住相談窓口として、宮崎ひなた暮

らしＵＩＪターンセンターを県内外４か所で運

営するとともに、都市部での移住相談会の開催

や移住・定住に取り組む市町村への支援を行う

ものですが、市町村からの補助申請が見込みを

下回ったことなどによる執行残であります。

 また、３「わくわくひなた暮らし実現応援事

業」で１億6,144万5,000円の減額であります。

 この事業は、本県への移住促進並びに担い手

の確保のため、一定の要件を満たす県外からの

移住者に対して、市町村を通じて支援金を支給

するものであります。

 令和７年度の当初予算は、近年の支給実績を

考慮して積算し、支援金の対象となる多くの

方々に支給できるよう計上したものですが、市

町村からの補助申請が見込みを下回ったことに

より、執行残となったものであります。

 次に、（事項）エネルギー対策推進費で273万

6,000円の減額であります。

 説明欄の１「水力発電施設周辺地域対策事業」

は、水力発電施設の周辺市町村が公共施設整備

等に活用できる交付金ですが、国の交付額の決

定に伴い減額を行うものであります。

○川﨑産業政策課長 産業政策課の補正予算に

ついて、御説明いたします。

 委員会資料の20ページを御覧ください。

 産業政策課の２月補正額は、左から３列目の

補正額の欄のとおり、3,748万2,000円の増額を

お願いしております。

 その結果、右から３列目になりますが、補正

後の予算額は５億7,423万7,000円となります。

 それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

 21ページを御覧ください。

 まず、上から３つ目の（事項）みやざき地方

創生若者定着促進費が1,582万4,000円の増額で

あります。

 主な内容としましては、説明欄の１「みやざ

き産業人財確保支援基金事業」で1,861万円の増

額であります。

 この事業は、県内企業に就職した若者の奨学

金返還を支援するものでありますが、その財源

となるみやざき産業人財確保支援基金に、この

事業に対する企業版ふるさと納税による寄附金

を積み立てるため増額するものであります。

 次に、一番下の（事項）産業デジタル化推進

費であります。
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 主な内容としましては、説明欄の２「産業Ｄ

Ｘトータルサポート事業」が5,187万5,000円の

減額となっております。

 この事業は、県内事業者のＤＸに係る相談に

対応するとともに、システム導入に要する費用

を補助するものでありますが、このうち、国の

第２世代交付金を財源としていたシステム導入

補助に関して、国の交付金の確定額が当初の見

込みを下回ったこと等に伴い減額するものです。

 また、その下の３、新規事業「物価高騰対策

ＤＸ推進事業」が１億円の増額でありますが、

２の「産業ＤＸトータルサポート事業」の減額

との差引きで、本事項は4,812万3,000円の増額

となるものであります。

 それでは、この新規事業について御説明させ

ていただきますので、22ページを御覧ください。

 新規事業「物価高騰対策ＤＸ推進事業」であ

ります。

 予算額は１億円となっており、全額、国の重

点支援地方交付金を活用しております。

 事業の目的ですが、物価高騰の影響を受ける

県内の中小企業等に対して、デジタルツールや

システムの導入等を支援するものです。

 事業の概要ですが、①「デジタルツール導入

事業」は、業務の効率化につながるデジタル

ツール導入等に要する経費を補助するもので、

補助率が２分の１、補助上限額が200万円となっ

ており、一般社団法人宮崎県情報産業協会が事

務局となります。

 ②「戦略的ＤＸ推進事業」は、企業の課題解

決に向けたシステム構築等に要する経費を補助

するもので、補助率が２分の１、補助上限額が

500万円となっており、県が直接事務局となりま

す。

 （３）成果指標としましては、①の事業では、

業務に係る作業時間等を12.5％以上削減するこ

と、②の事業では、労働生産性を年１％増加さ

せることとしております。

 なお、事業期間は令和７年度となっておりま

すが、事業費の繰越しをお願いしており、令和

８年度にかけて支援を行うこととしております。

○福崎デジタル推進課長 デジタル推進課の補

正予算について、御説明いたします。

 常任委員会資料の23ページを御覧ください。

 デジタル推進課の補正予算は、左から３列目

の補正額の欄のとおり7,514万円の減額補正であ

りまして、補正後の額は、右から３列目、16億

529万1,000円となります。

 それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

 24ページを御覧ください。

まず、一番上の（事項）行政管理費383万7,00

0円の減額であります。

 これは、「ＩＣＴ活用による業務効率化推進

事業」において、ＲＰＡ等ライセンス賃貸借及

び保守に係る入札残等による減額であります。

 次に、上から３番目の（事項）行政情報処理

基盤整備費288万9,000円の減額であります。

 これは、職員が使用するパソコンの賃借料の

入札残等による減額であります。

 次に、その下の（事項）行政情報システム整

備運営費1,704万円の減額であります。

 主な理由としましては、説明欄２の県庁ＬＡ

Ｎ運営費1,527万円の減額であります。これは、

県の本庁及び出先機関の全てをネットワークで

つなぐ通信基盤の運営において、設備更新や改

良等に係る入札残や回線の使用料が当初見込み

よりも下回ったことによる減額であります。

 次に、一番下の（事項）電子県庁プロジェク

ト事業費3,163万7,000円の減額であります。
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 主な理由としましては、説明欄２の「公的個

人認証サービス運営事業」の880万円の減額及び

説明欄13の「生成ＡＩ活用による業務効率化支

援事業」の531万円の減額であります。

 これは、オンラインでの行政手続を行う際、

本人確認を行うための公的個人認証サービスに

ついて、このシステムを運営します地方公共団

体情報システム機構に支払う負担金額が確定し

たことや、庁内に導入しました生成ＡＩシステ

ムの入札残等による減額であります。

○森山生活・協働・男女参画課長 生活・協

働・男女参画課の補正予算について説明いたし

ます。

 常任委員会資料の25ページを御覧ください。

 当課の補正額は、左から３列目、補正額の欄

のとおり、8,217万1,000円の減額補正をお願い

しております。

 補正後の額は、右から３列目、補正後の額の

欄のとおり５億9,102万2,000円となります。

 それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

 26ページを御覧ください。

 下から３つ目の（事項）ボランティア活動促

進事業費140万8,000円の減額であります。

 主なものとしまして、説明欄４の「災害ボラ

ンティア支援体制整備事業」91万1,000円の減額

でありますが、これは、主に災害ボランティア

支援体制の整備を行う市町村に対する補助金の

交付額が見込みを下回ったことによる執行残で

あります。

 続きまして、下から２つ目の（事項）消費者

支援対策費666万2,000円の減額であります。

 主なものとしまして、説明欄３の「消費者被

害防止・解決支援費」609万3,000円の減額であ

りますが、これは、主に消費生活啓発相談員の

人件費等の執行残によるものであります。

 続きまして、一番下の（事項）消費生活セン

ター設置費388万円の減額であります。

 主なものといたしまして、説明欄の１「消費

生活センター運営費」385万4,000円の減額であ

りますが、これは、主に消費生活センターのテ

レビ電波受信障害対策等、庁舎管理に要する経

費の執行残によるものでございます。

 続きまして、27ページを御覧ください。

 一番上の（事項）消費者行政交付金事業費787

万1,000円の減額であります。

 これは、主に消費者行政活性化に係る市町村

補助金交付額の減によるものでございます。

 続きまして、一番下の（事項）男女共同参画

推進費7,779万5,000円の減額であります。

 主なものとしまして、説明欄の３「女性活躍

推進アウトリーチ型総合支援事業」765万7,000

円の減額ですが、地域の女性活躍推進に活用で

きる国の交付金につきまして、国の交付決定額

の減額に伴い、減額を行うものでございます。

 また、説明欄の４「女性にやさしい職場づく

り応援事業」6,954万8,000円の減額ですが、女

性にやさしい職場づくりを行う企業に対する奨

励金・補助金の交付額が見込みを下回ったこと

による執行残であります。

○松元みやざき文化振興課長 みやざき文化振

興課の補正予算案につきまして、御説明いたし

ます。

 常任委員会資料の28ページを御覧ください。

 当課の補正額は、左から３列目の補正額の欄、

総額で８億3,968万2,000円の減額補正をお願い

しております。

 補正後の額は、右から３列目、87億6,904万円

となります。

 それでは、補正の主な内容につきまして御説
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明いたします。

 29ページを御覧ください。

 まず、左から３列目、上から４段目にありま

す（事項）県立芸術劇場費が2,296万9,000円の

減額であります。

 主な内容としましては、説明欄の１「指定管

理料」1,761万7,000円の減額であります。

 これは、県立芸術劇場の通常の指定管理料と

は別に、令和７年度限りで措置した燃油高騰対

策に係る経費につきまして、電気・ガスの単価

や使用量が見込みを下回ったことによるもので

あります。

 次に、その下の（事項）文化活動促進費1,054

万円の減額であります。

 主な内容としましては、説明欄の６「「デジ

タル×伝統」神楽でつなぐ地域活性化事業」731

万9,000円の減額です。

 こちらは、大阪・関西万博において、合同出

展を行いました九州各県との調整の結果、共通

ステージでの神楽公演の出演団体が、当初予定

していた４団体から１団体となったことや、企

画提案競技の結果、神話エリアを神秘的な空間

演出とすることとなり、神楽のデジタルコンテ

ンツの展示を当初想定していた複数人が同時視

聴できるＶＲ体験装置から、ＶＲゴーグルによ

る体験としたことなどから、委託料を減額補正

したものでございます。

 次に、一番下の（事項）私学振興費８億91万

9,000円の減額であります。

 主な内容ですが、説明欄１の私立学校振興費

補助金につきましては、私立学校に対して経常

的経費の一部を補助する事業でありますが、

１億7,307万1,000円の減額に関して、算定の基

礎となる生徒数が当初の見込みを下回ったこと

によるものであります。

 説明欄７の私立高等学校等就学支援金の（１）

就学支援金は、私立高等学校等の授業料の負担

軽減を図るため、世帯の所得に応じて支援を行

う事業でありますが、２億4,273万7,000円の減

額につきましては、申請額が当初の見込みを下

回ったことによるものであります。

 次の（２）奨学のための給付金は、私立高等

学校等の授業料以外の負担軽減を図るため、世

帯の所得に応じて支援を行う事業でありますが、

１億1,569万1,000円の減額につきましては、国

において、当初予定されていた対象世帯の拡充

が一部実施されなかったこと及び申請額が当初

の見込みを下回ったことによるものであります。

 30ページを御覧ください。

 説明欄の９「私立専門学校授業料等減免事業」

は、私立専門学校に対し、低所得世帯の生徒を

対象とする授業料等の減免に要する費用を補助

する事業でございますが、２億9,168万9,000円

の減額につきましても、申請額が当初の見込み

を下回ったことによるものであります。

 続きまして、説明欄の10「私立学校光熱費高

騰対応緊急支援事業」1,683万7,000円の増額及

び説明欄の11「私立学校生徒寮食緊急支援事業」

4,080万円の増額であります。

 こちらは、国の重点交付金を活用し、急激な

電気・ガス等のエネルギーや食材費の高騰に直

面する私立学校及びその設置者に対し、その高

騰分を支援することにより、学校経営の安定化

や寮食の安定的な提供、保護者負担の軽減を図

るものであります。

 これら２事業につきましては、先ほど総合政

策課長から説明させていただいたとおり、令和

８年度へ繰り越して実施することとなります。

○大迫人権同和対策課長 人権同和対策課の補

正予算について、御説明いたします。
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 常任委員会資料の31ページを御覧ください。

 当課の補正予算につきましては、左から３列

目の補正額の欄のとおり、1,473万5,000円の減

額補正をお願いしております。

 補正後の額につきましては、右から３列目、

１億1,892万1,000円となります。

 主な内容について御説明いたします。

 32ページを御覧ください。

 まず、表の上から３段目の（事項）人権同和

問題啓発活動費441万8,000円の減額であります。

 これは、「人権啓発推進強化事業」の国庫委

託額の決定に伴う減額によるものです。

 次に、表の一番下の（事項）「宮崎県人権施

策基本方針」推進事業費324万8,000円の減額で

あります。

 これは、説明欄１の「宮崎県人権啓発セン

ター事業」における各種人権講座の講師謝金や

会場使用料等の執行残及び説明欄２の「地域人

権啓発活動活性化事業」の国庫委託額の決定に

伴う減額によるものです。

○佐藤委員長 執行部の説明が終了しました。

 予算議案について質疑はありませんか。

○山内委員 資料19ページの「わくわくひなた

暮らし実現応援事業」について詳しく教えてほ

しいんですけれども、執行残が１億6,000万円ほ

どあるわけなんですが、当初予算を調べてみま

すと、かなり余っている感じかなと思います。

成果指標も書かれていますけれども、それに対

して令和７年度はどれくらいできたのか教えて

ください。

○濵川中山間・地域政策課長 この「わくわく

ひなた暮らし実現応援事業」につきましては、

移住される方に移住支援金を交付するものでご

ざいます。現在のところ、市町村として申請を

いただきまして、今、交付決定をしている状況

になっておりますけれども、今回の補正につき

ましては、県の補助金が218件分、それから国の

制度によるものが74件、それから若者ＵＩＪ

ターンのものが60件ということで、合わせて352

件の支給ができるというような補正後の予算内

容となっております。

○山内委員 既に資料を閉じてしまったのです

が、令和５年度が248件とか、それを基に令和

７年度から令和９年度で1,464件という形で成果

指標を出していたと思うんですけれども、今の

数を聞くと、なかなか達成が厳しい状況じゃな

いかなと思います。年度当初も言ったんですけ

れども、今、もう下降トレンドに入っていて、

特にＵＩＪターンの促進でいけば、もうかなり

の額が残ってしまっているという現状があるの

かなと思うんですけれども、今年度１年終わっ

たところで、あと２年間この事業としてあるわ

けなので、それに向けて何か対策を考えている

のか教えてください。

○濵川中山間・地域政策課長 この制度は、移

住を検討される方にとって非常に強い後押しと

なる有効な事業だと考えておりますので、対象

となる方に行き渡るように制度周知を図る、徹

底していくということが一つかと思います。

 移住相談窓口等において、こういう支援金が

ありますよというような御紹介をしたりして活

用を促していくんですが、一つには、国の制度

分があったり県の制度分があったり、あるいは

今年度の若者の支援するものがあったりという

ように制度が複雑化しておりますので、移住相

談窓口でお話を聞いた上で、あなたについては

この支援金が対象になりますよという運営のと

ころを丁寧に説明して、サポートをしたり、ま

たこれは当初の委員会でも、来年度の新規事業

ということで御説明させていただきますけれど
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も、デジタルの力も活用しながら、移住相談窓

口に来なくても、例えばＬＩＮＥのチャットボ

ットのような形で、ＡＩで相談に応じられるよ

うなことをして、さらに対象を広く相談の内容

を拾っていく形で、丁寧に対応していくという

ようなことを通じて、移住世帯の支援金の活用

と移住世帯の増加につなげていきたいと思って

おります。

○山内委員 当初予算に反映されるということ

ですので、またそれはそれで。今回、執行残が

非常に多いので、成果をしっかり出すためにも、

今年度を踏まえて、来年度生かしてもらえれば

と思います。

○今村委員 資料16ページの暫定税率廃止に伴

う補助に関してなんですが、タクシー、フェ

リーと書いているんですけれども、ほかの交通

機関は大丈夫なんでしょうか。

○松田総合交通課長 ほかの交通機関という点

でいきますと、今回のこの事業につきましては、

重油とＬＰガスという燃料油の種類に着目した

事業となっております。このほか、ガソリンや

軽油といった燃料油がございますけれども、ガ

ソリン・軽油につきましては、国のほうで暫定

税率の廃止ということで、これまで補助金があ

った分に相当する分の実質的な引下げが行われ

ております。

 そういったことを踏まえまして、対象となら

ない重油、ＬＰガスにつきまして、激変緩和と

いう形で今回事業を組ませていただいたところ

でございます。

 その対象が主にフェリー、ＲＯＲＯ船、タク

シーということでございます。

○今村委員 あと、令和８年度ということで考

えているということだったんですけれども、そ

れ以降に関してはどのような考えがあるかお聞

かせください。

○松田総合交通課長 基本的にはこれは令和

８年度までの事業ということで考えております。

それ以降につきましては、この状況が恒常化、

常態化していくことになると思いますので、そ

こに事業者の方にもいち早く慣れていただくと

いう形で、１年間通してそれに見合った形での

いろんな適応策を考えていただくという期間だ

というふうに考えております。

 ただ、国際情勢の影響で燃料の関係が非常に

流動的になっております。このあたりについて

は、仮に国のいろんな支援策等が出てきた場合

については、また対応を考えてまいりたいと思

っております。

○今村委員 あと、資料17ページのＵＤタク

シーの件で教えてください。まず、これは何台

分ほど考えているのか分かりましたら教えてく

ださい。

○松田総合交通課長 この予算の積算に当たっ

ての台数ですけれども、46台を想定しておりま

す。

○今村委員 ＵＤタクシーが46台で、既存のも

のも含めて、障スポ等の来県の対応は賄えると

いう考えでよろしかったんでしょうか。

○松田総合交通課長 需要に対して賄えるかど

うかというところもあるのですが、これにつき

ましては、基本的にどのくらいが適切な台数な

のかというのは、なかなか見通しがつかないと

ころでございます。

 他方で、九州全体を見ますと、このＵＤタク

シーの導入率が大体12.2％となっておりまして、

本県は、その点でいきますと、なかなか現状は

そこまで至っていないというところでございま

すので、令和９年度の国スポ開催時にこの

12.2％に持っていくためには、令和８年度事業
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において目標の10.6％まで上げていく必要があ

ります。それに見合う分の台数と、現在の導入

台数、見込み分まで含めてありますが、その差

額を引くと大体46台になるということで、九州

平均まで持っていくまでのステップとして、こ

の台数を考えているところでございます。

○今村委員 令和８年度以降、最終的にはやは

り12.2％を超えていくのでしょうか。あと、こ

れは県内全域にそれぞれ配備できるのか教えて

ください。

○松田総合交通課長 まず、事業後なんですけ

れども、これを一つの呼び水としまして、利用

者の方、また事業者の方にこのＵＤタクシーの

有用性というのを御理解いただくとともに、利

用者の方におかれましても、こういった移動手

段によって、これまで移動できなかったところ

が移動できる、あるいは車椅子の方等を中心に、

利用をちゅうちょされる方の利用につながって

くれば、さらなる導入につながっていくのかな

というふうに考えております。

県内全域の配備になるかについては、それぞ

れ、これは全額補助ではないため、各事業者の

方の導入のお考え方ですとか、あるいは車両の

更新時期等のタイミングもあるかと思います。

その意味では、どういったエリアになるかにつ

いて、まだちょっと現時点でははっきりしたこ

とは分かりませんけれども、いずれにしても、

各地でこういったタクシーの利用が広がるよう

に、しっかり啓発、ＰＲに努めてまいりたいと

思っております。

○河野委員 資料19ページの（事項）中山間地

域振興対策費の３「「地域運営組織」形成促進

事業」について教えてください。

 執行残が3,000万円近くあって、説明の中では、

申請がそもそも少なかったということなんです

けれども、この地域運営組織というのが具体的

にどんなものがあるか教えてください。また、

申請が少なくなった理由をもう少し教えてくだ

さい。

○濵川中山間・地域政策課長 まず、地域運営

組織がどんなものかというところですけれども、

地域運営組織については、地域住民が組織構成

の中心になっているであるとか、自治体やＰＴ

Ａ、社協など、地域で活動する様々な主体が参

画するとか、複数集落によって構成されている、

それから、その団体の本来の活動に加えて地域

の課題解決につながるような活動、例えば買物

支援であるとか、そういった活動をしていると

いうものを地域運営組織として定義しておりま

して、県内にその定義を満たすものが11あると

思います。

 河野議員の地元の串間市にも、５つあるとい

うような認識を持っております。

 それから、この事業の内容については、地域

運営組織の形成を促進するために、県内３つの

モデル地域を選定しまして、３年間にわたって

地域運営組織として、地域運営組織ができる、

確立する、動き出していくためのサポートを伴

走支援していくというものが一つの柱でござい

ます。

 その３つのモデル地区が、一つが小林市の細

野地区と、もう一つが串間市の大束地区、もう

一つが椎葉村でございまして、この３地区を令

和５年度から今年度にわたって３年間サポート

してまいりました。

 この３つの地域運営組織はそれぞれスタート

地点は違います。ただ、今の時点では、もう地

域運営組織ができましたというところまで完全

に至っていない地域はあるんですけれども、あ

る程度の方向性、地域運営組織を立ち上げてい
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こうという確かな道筋を描くところまではたど

り着くことができたと考えています。

 この事業のもう一つのメニューが、今、申し

上げました３つのモデル地域に対しては、地域

運営組織の活動拠点となるような事務所であっ

たりとか、そういったものを整備するための費

用を補助しましょうというようなメニュー、補

助金も用意しております。先ほど申しました地

域運営組織の確立が、できたというところまで

は完全には至っていないために、まだ事務所、

活動拠点等の設置まで至らないモデル地区があ

り、この補助金の活用にまで至らなかったとい

うところが、この執行残の主な理由でございま

す。

 なお、この３つのモデル地域のうち、小林市

につきましては、高齢者の食事の支援や地域の

買物の支援のために、地元に食品の加工場と商

店を開設するというようなものに取り組まれま

して、それに対しては補助金を交付しておりま

す。

○河野委員 今後、この申請がもっと増える可

能性もあるということ、これからその申請に至

れる段階に次に上がっていくということですか。

○濵川中山間・地域政策課長 この補助金につ

いては、もう今年度で終了となります。まだ地

域運営組織が立ち上がったというところまで至

っていない地域については、来年度以降も引き

続き、設立に向けた取組が行われますので、県

もそこは伴走支援していきますけれども、そう

いった事務所設置のメニューは、県の事業の補

助金としてはもう来年度以降の準備はございま

せん。その点については、ほかの活用できる補

助金等を探して、そのあたりには我々もこうい

うものがあるんじゃないですかというところを

サポートしていきたいと思っています。活用で

きるものは活用して、そういった整備につなげ

ていただくということを考えております。

○河野委員 買物支援であったり、地域のこう

いう組織というのはこれからも多分重要になっ

てくると思いますので、いろいろと予算等もお

願いしたいと思います。

○松本委員 資料26ページの下から２段目、消

費者支援対策費の３番の消費者被害防止・解決

支援費について詳しく御説明をお願いします。

○森山生活・協働・男女参画課長 消費者被害

防止・解決支援費ですけれども、県内の消費生

活センターに配置しております消費生活相談員、

会計年度任用職員15名の人件費が主な予算の内

容になっておりますが、今年度、年度間で新旧

の入れ替わり等がございまして、欠員になって

いる時期がございます。その人件費分の減額を

今回お願いしているものであります。

○松本委員 分かりました。

 その間の対応も問題なかったということで捉

えてよろしいでしょうか。

○森山生活・協働・男女参画課長 それぞれ

の３センターでうまく相談対応等を回しながら

対応しておりますので、今のところ欠員に対す

る大きな問題というものは起きておりません。

○松本委員 同じく、資料27ページの男女共同

参画推進費なんですけれども、４番の「女性に

やさしい職場づくり応援事業」は、額もかなり

大きくて、先ほど少し見込みが下回ったという

ことで説明があったかと思いますが、この点に

ついて詳しく御説明をお願いします。

○前田女性活躍推進室長 この「女性にやさし

い職場づくり応援事業」ですけれども、まず、

事業の中身について御説明しますと、この事業

は、企業が女性の活躍、あるいは、文字どおり

女性が働きやすいような職場づくりの取組につ
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いて支援するものでございます。

 中身について、大きく３つありまして、１つ

目は、女性の活躍の取組がある程度進んでいる

企業、国の「えるぼし認定」という認定がある

んですが、これを新たに受ける、もしくはラン

クアップするような場合に100万円を支給するも

の。２つ目が、そこまではいかないんですけれ

ども、ソフトの取組で、例えば女性を積極的に

採用しましょうとか、あるいはスキルアップを

支援しましょうとか、そういった企業に対して

最大100万円を支給する。３つ目がハード整備な

んですけれども、例えばトイレや更衣室のよう

な、女性が使いやすい、働きやすくするための

設備を整備するような場合に最大60万円を補助

するというものでございます。

 こちらについて、それぞれ予算を組む段階で

ある程度の見込みを立ててはいたんですけれど

も、初年度ということもありまして、まだまだ

私ども業界団体等を通じて周知広報等に努めた

つもりではありますが、質、量ともに十分では

なかったのかなというふうに反省をしていると

ころです。

 具体的には大きく２つあるかと思っておりま

して、一つは、事業者のほうが必要性は分かっ

ているんだけれども、自分のところの問題とし

てなかなか受け止めていただけなかったのかな

というところ、もう一つは、具体的にどういう

取組をすればよかったのかというところがなか

なか伝わりにくい。直接事業者にお電話したり

してお話を伺ったりもしたんですけれども、な

かなかそこまで踏み込んでもらえない事例がご

ざいました。

 ということで、来年度につきましては、引き

続きお電話なり、あるいは直接訪問なりをして

御説明したいと思っておりますけれども、日頃

からお付き合いのある、例えば商工会の経営指

導員の方や社労士の方に御協力をお願いしまし

て、経営の見直しの中で、何とかアドバイスを

していただけないかというようなことを考えて

おります。

 また、先ほど言いましたように、なかなか具

体的な例としてイメージできないというお話も

ありますので、より分かりやすい事例集のよう

な簡単なパンフレットを作って御説明したりで

きないかなと考えているところです。

○松本委員 また、引き続き取り組んでいただ

きたいと思います。今回、減額になったことな

どを踏まえていただき、今後の取組をまた期待

したいと思います。

○今村委員 資料22ページの「物価高騰対策Ｄ

Ｘ推進事業」の中で、半分は自己負担が出てく

ると思うんですけれども、できるだけ中小企業

の手出しを抑えていきたいとは思っているんで

すが、下限の設定はどういった理由でされてい

るのかをお聞かせいただければと思います。

○川﨑産業政策課長 下限額につきましては、

例えば、業務効率化の場合ですと50万円という

ことで設定しているんですけれども、ある程度

の金額でしっかりとＤＸを進めるということで、

業務効率化であったり、生産性向上につなげる

というところを踏まえた上で、やはりある程度

の金額設定は必要と整理しているところでござ

います。

○今村委員 分かりました。質を保つためとい

うことで認識しました。

 であれば、その種類とか、ある程度こういう

ものがありますよというのを示すものもあるん

でしょうか。

○川﨑産業政策課長 例えば、１番の「デジタ

ルツール導入事業」であれば、県で設置してい
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ますＤＸサポートセンターがございます。そち

らの相談機能を活用しまして、具体的にどうい

うことをやりたいですかと企業の方にそれぞれ

聞き取りながら、アドバイスをする体制はつく

っているところでございます。

○松本委員 資料12ページの国勢調査について

です。集計等は進んできていると思いますが、

記憶の中では速報などがそろそろ出るという認

識をしておりましたけれども、この調査の今後

のいろんな速報値であるとか、そういった今の

段階で把握できているものがあったらお示しい

ただけないでしょうか。

○芝吹統計調査課長 国勢調査についてでござ

いますけれども、実際10月にやるんですが、国

への調査票等の発送が終わったのが２月の上旬

になります。それは、その間、調査票の中身の

点検、不備があったり空白の欄があったりする

ので、その点検とかをやって国に出して、今、

国で集計作業等をやっている段階でございます。

 その後、５月に人口に関しての速報値の公表

がありますので、まずはその５月というところ

が最初の公表になるかと思います。

○松本委員 あとはまた、決算とかそんなとこ

ろでまたお尋ねします。

○齊藤副委員長 資料17ページのＵＤタクシー

のところを教えてほしいんですけれども、話を

聞きながら、高齢化社会にも適したタクシーな

のかなと思いながら聞かせていただきました。

お伺いしたいのが、これは燃費性能に優れ、燃

料費の抑制が期待できると書かれているんです

けれども、乗車料金は従来のタクシーと比較し

て安く設定はされてないんですよね。

○松田総合交通課長 タクシー料金につきまし

ては、通常のタクシー料金と同様と理解してお

ります。

○齊藤副委員長 従来のタクシーと比べて１台

当たりの価格が高いのか安いのかを教えてくだ

さい。

 それと、下にユニバーサルドライバー研修と

書かれていまして、福祉タクシーというのがあ

るんですけれども、福祉タクシーとユニバーサ

ルドライバー研修について教えてください。

○松田総合交通課長 まず、１点目の車両価格

でございますけれども、今、ちょうどモデルチ

ェンジの時期に入っております。令和８年４月

以降のモデルチェンジ後、値上げがあったと仮

定した場合なんですが、１台※420万円ほどかか

るというふうに聞いております。これに、さら

に一定の改造費用等が必要になってくると考え

ております。

 次に、タクシーの研修についてであります。

 タクシーの研修につきましては、これはもと

もと国の補助を受ける要件としまして、ユニ

バーサルドライバー研修、これを受講した運転

士を１台について原則２人以上配置するという

決まりがあります。

 この研修の内容につきましては、いわゆる高

齢者の方とか障がい者の方を想定したような接

客、そして介助、そして車椅子の取扱いの乗

車・降車の方法などが含まれていると聞いてお

ります。

 いわゆる介護タクシーにつきましては、福祉

的な側面で福祉車両などと言われておりますけ

れども、障がい者とか、あるいは自分で動くこ

とが難しい方に特化したような福祉施策として

のいわゆる福祉車両というものかと思いますが、

このＵＤタクシーにつきましては、いわゆる車

椅子の方等でも使いやすい、例えば、東京のほ

うでやっている例を聞きますと、荷物の多い外

※23ページに訂正発言あり
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国人の方が、広いのでそのままスーツケースを

中に入れて運ばれるように使われるとか、そう

いった事例もあると聞いておりますので、そう

いった多様な使い方ができるようなものだと考

えております。

○佐藤委員長 よろしいですか。ほかにござい

ませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 次に、特別議案についての説明

を求めます。

 なお、委員の質疑は執行部の説明終了後にお

願いいたします。

○福崎デジタル推進課長 常任委員会資料の33

ページを御覧ください。

 特別議案「宮崎県行政手続等における情報通

信の技術の利用に関する条例の一部を改正する

条例」についてであります。

 １の改正の理由としましては、行政手続にお

ける県民の利便性向上のため、現金等での納付

が定められております手数料等のキャッシュレ

ス対応や、登記事項証明書等の書面添付の省略

を可能とするための関係規定の改正を行うもの

であります。

 ２の改正の内容としましては、（１）にあり

ますとおり、手数料等の支払いで、現金や振込

等での納付が定められている行政手続につきま

して、現金等での納付に加えまして、電子申請

を用いた電子納付を可能とするための条文を追

加するものであります。

 また、（２）につきましては、条例等の定め

により、住民や法人から登記事項証明書等の添

付を求めている行政手続につきまして、現在、

国では自治体職員でも証明書等のデータを閲

覧・確認できるシステムを構築中でありまして、

今年４月以降に順次実装される予定であります。

 このため、申請者の同意の下、このシステム

を利用しまして、職員が証明書等を確認する場

合、他の条例等の規定に関わらず、書面の添付

を省略可能とするための条文を追加するもので

あります。

 ３の施行期日につきましては、公布の日から

施行することとしております。

○佐藤委員長 執行部の説明が終了しました。

 特別議案についての質疑はありませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、次に、その他報告事

項に関する説明を求めます。

 なお、委員の質疑は執行部の説明終了後にお

願いいたします。

○中村総合政策課長 常任委員会資料35ページ

を御覧ください。

 宮崎県総合計画「長期ビジョン」の見直し素

案について御説明いたします。

 まず、１、総合計画改定の趣旨ですが、現行

の県総合計画2023は、令和22年を展望した長期

ビジョンと、令和５年度から４年間の実行計画

となるアクションプランで構成されており、来

年度でアクションプランの計画期間が終了する

ため、新たなプランを策定する必要があります。

 このため、まずは長期ビジョンについて、新

型コロナの収束など、策定後の社会情勢の変化

を踏まえ、所要の見直しを行うものであります。

 続きまして、36ページを御覧ください。

 次に、２、改定手続きですが、これまで、総

合計画審議会や基礎調査のほか、各市町村や若

者・女性との意見交換を実施し、様々な視点か

ら検討を重ねてきたところであります。

 ３、主なスケジュールですが、今後、パブリ

ックコメントや総合計画審議会での審議を経た

上で、来年度に議案として提案する予定でござ
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います。

 なお、長期ビジョンの見直し後に、新たなア

クションプランの策定に着手いたします。

 続きまして、37ページを御覧ください。

 長期ビジョンの見直しの概要ですが、まず、

右図、見直し素案の中ほどの基本理念「安心と

希望の未来への展望」の下に「共に生き、共に

創り、共に栄える宮崎へ」というサブタイトル

を追記しております。

 これは、本格的な人口減少社会にある今だか

らこそ、世代や国籍等にかかわらず、県民誰も

が人とのつながりを大切にしながら共に生きて

いく、また、地域住民、事業者、ＮＰＯなど多

様な主体が魅力あるくらしを共につくっていく、

そして、個人や企業、行政が一体となって豊か

な産業を築き、共に繁栄していくとの思いを込

めたものであります。

 また、右上の「時代の潮流と宮崎県」には、

３の経済・産業を取り巻く環境の変化という項

目を新たに追加するとともに、右下の今後の方

向性について、将来像１～３、「人」、「くら

し」、「産業」の３つの分野ごとに各取組をぶ

ら下げる形で整理をしております。

 38ページを御覧ください。

 ここからは、見直しの内容を御説明いたしま

す。

 第１章では、本県の目指す将来像を展望する

上で、主な潮流を踏まえながら、本県の状況や

課題を整理しております。

 まず、潮流１「人口減少・少子高齢化の加速」

ですが、現在101万7,000人の本県人口は、2040

年に86万5,000人、2070年に56万7,000人、そし

て、その後も長期的に減少し続ける見込みです。

 そこで、将来に向けた課題として、少子化対

策をはじめ、若者・女性に選ばれる地域づくり

や暮らしに必要なサービスの維持・充実など、

今後は人口減少の緩和策と適応策を一体的に推

進していくことが必要と考えております。

 次に、潮流２「世界の中の日本・宮崎」です

が、本県の在留外国人は、令和６年に１万人を

超えるなど、年々増加しております。この傾向

が今後も続きますと、上のグラフ吹き出しのと

おり、外国人の割合は2040年に全人口の約３％、

2070年に約10％と徐々に高まっていく見込みで

あります。

 このため、将来に向けた課題として、外国人

材の受入れ・定着への支援に加え、海外の活力

を取り込むため、世界・アジア市場とのさらな

る交流拡大等を掲げております。

 39ページを御覧ください。

 次に、潮流３「経済・産業を取り巻く環境の

変化」については、今回、新たに追加したもの

であります。

 現在、我が国の経済・産業は、長引く物価高

騰への対応や高水準の賃上げが求められる状況

にあり、他方で、人手不足等の深刻化や金利の

ある世界への移行など、大きな環境変化の中に

あります。

 このような中、右の表のとおり、本県企業の

大部分は中小企業で、赤線で囲んでいる中小企

業に勤める従業員数の割合は94％と、全国平均

の69.7％を大きく上回り、賃金水準も全国低位

にとどまっております。

 このため、将来に向けた課題といたしまして、

稼ぐ産業の創出・育成や、円滑な事業承継等に

よる企業規模の拡大、経営基盤の強化等を掲げ

ております。

 次に、潮流４「気候変動・自然の脅威」です

が、自然災害の激甚化・頻発化等への対応、環

境と経済が両立した脱炭素社会の実現に向けた
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動き等を踏まえて、将来に向けた課題として、

社会インフラの強靱化や豊富な再生可能エネル

ギーなど、本県の強みを生かしたゼロカーボン

社会づくり等を掲げております。

 次に、40ページを御覧ください。

 潮流５「価値観や行動の変容」ですが、本県

では、コロナ収束後、東京一極集中への回帰に

伴い、足元で若者の県外流出が拡大しており、

特に女性の流出が顕著な状況にあります。この

ため、若者・女性の県内定着がますます重要に

なっており、将来に向けた課題として、テレ

ワークなど多様な働き方の実現やアンコンシャ

ス・バイアスの解消を掲げております。

 これらに加え、世界レベルのスポーツ大会や

大規模ライブの開催など、子供・若者がわくわ

くし、楽しめる機会の創出にも努めていく必要

があると考えております。

 最後に、潮流６「デジタル化・先端技術の進

展」ですが、生成ＡＩなどの急速な進展や国に

よる半導体政策強化等の動きを踏まえ、将来に

向けた課題として、先端技術の積極的な活用や

半導体関連産業などの成長産業の振興を掲げて

おります。

 41ページを御覧ください。

 第２章では、本県が目指す 2040年の姿を

「人」、「くらし」、「産業」の３つの分野に

分けて示すとともに、今後の方向性を整理して

おります。

 まず、人の分野では、一人一人が生き生きと

活躍できる共生の社会を目指します。

 目指す将来像では、子供の生み育てやすさや

働きやすさなど、理想のライフスタイルを実現

できる環境により、宮崎を選ぶ方が増え、互い

に共感し合える寛容で多様性に富んだ共生社会

を構築、今後の方向性では、（１）生み育てや

すい環境の整備・充実や（３）の若者・女性か

ら選ばれる県づくり等に取り組むこととしてお

ります。

 42ページを御覧ください。

 次に、くらしの分野では、安全・安心で心ゆ

たかな暮らしを楽しめる共創の社会を目指しま

す。

 目指す将来像では、医療・福祉・交通・物流

等の日常生活に不可欠な機能やサービスを相互

に補完・連携し合える仕組みの構築により、縮

小する人口規模に適応した持続可能な社会を確

立、今後の方向性では、（１）地域社会の維

持・充実や（２）安全・安心で持続可能な暮ら

しづくり等に取り組むこととしております。

 43ページを御覧ください。

 最後に、産業の分野では、産業が持続的に成

長し、安心して働ける共栄の社会を目指します。

 目指す将来像では、農林水産業やフードビジ

ネス、半導体、エネルギー関連など、地域経済

の牽引役となる稼ぐ産業の育成・集積により、

企業と地域が共栄する社会を構築、今後の方向

性では、（１）稼ぐ農林水産業の実現や（５）

産業人材の確保・育成・定着等に取り組むこと

としております。

 なお、資料１として、長期ビジョン見直し素

案本文を添付しておりますので、後ほどお目通

しいただきますようお願いいたします。

○芝吹統計調査課長 令和５年度宮崎県県民経

済計算について御説明いたします。

 お手元に別冊の資料２をお配りしております

が、常任委員会資料で御説明させていただきま

す。

 委員会資料の44ページを御覧ください。

 まず１「県民経済計算とは」であります。

 県民経済計算は、県内の１年間の経済活動に
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よって生み出された付加価値を、生産、分配、

支出の３つの側面から把握して、県全体の経済

の実態を包括的に捉える指標でございます。

 黒枠で囲っておりますけれども、生産側は、

県内の生産活動によって生み出された付加価値

を示したもの、分配側は、生産活動によって生

み出された付加価値が、雇用者の報酬や企業の

所得等にどのように分配されたかを示したもの、

支出側は、分配された付加価値が、どのように

家計の消費や企業の投資等に使われたのかを示

したものになります。

 続きまして、２「県民経済計算で分かること」

でございます。

 （１）～（４）に記載しておりますけれども、

県経済の規模や前年度からの変化を把握できる

ほか、本県の産業構造や所得水準などを確認す

ることができます。

 45ページを御覧ください。

 ３「令和５年度宮崎県県民経済計算の推計結

果」であります。

 令和５年度は、新型コロナウイルス感染症が

感染症法上の５類に移行したことによって、宿

泊・飲食サービス業といったサービス業などで

持ち直しの動きが見られました。

 この結果、四角囲みの中にありますとおり、

令和５年度の経済成長率は、名目で6.9％の増加、

実質で4.6％の増加となり、いずれも３年連続の

プラス成長となっております。

 県内総生産につきましては、１つ目の黒丸の

ところになりますが、名目が３兆9,853億円、実

質が３兆8,067億円となっております。

 ２つ目の黒丸、県民所得につきましては２兆

8,092億円となっており、これを県の人口で割っ

た１人当たり県民所得は企業の利潤等が含まれ

ていますので、県民個人の給与や収入の水準を

表すものではございませんけれども、１人当た

りの県民所得は 269万 5,000円、対前年度比

11.4％の増、これにつきましても３年連続の増

加となっております。

 46ページを御覧ください。

 図─１では、本県の実質の経済成長率を赤の

実線で示しております。

 本県経済は、令和２年度に新型コロナの影響

で大きく落ち込みましたけれども、令和３年度

以降は回復傾向にありまして、令和５年度は対

前年度比プラス4.6％となっております。

 次に、図─２を御覧ください。

 図─２は、１人当たりの県民所得と国民所得

の推移でございます。

 折れ線グラフで１人当たり国民所得を100とし

た場合の所得水準を示しておりますが、令和

５年度は76.6となりまして、前年度より2.8ポイ

ント上昇しております。

 47ページを御覧ください。

 ここからは、生産・分配・支出の３つの側面

から見たときのそれぞれの特徴について御説明

いたします。

 まず、県内総生産の生産側についてでありま

す。

 左の表を御覧ください。

 この表では、産業ごとの総生産額や増加率等

を記載しております。

 １行目の左から３列目でありますが、名目の

県内総生産は全体で前年度比6.9％の増加となっ

ております。

 主な増加理由につきましては、表の右側に記

載しておりますとおり、農業が豚や鶏卵・ブロ

イラーの価格上昇等により8.7％の増加、建設業

が公共土木工事などの増加により12.9％の増加、

宿泊・飲食サービス業が、新型コロナウイルス
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の５類移行による観光入込客数の増加等により

34.9％の増加となっております。

 48ページを御覧ください。

 分配側、県民所得についてであります。

 表の１行目、左から３列目でありますが、全

体では10.3％の増加となっております。

 内訳としましては、網かけの部分になります

が、賃金や俸給などの県民雇用者報酬が0.8％の

増加、家計の利子や配当等の財産所得が20.3％

の増加、企業所得が37.4％の増加となっており

ます。

 最後に、49ページを御覧ください。

 支出側の合計は、生産側と同額を計上してお

りまして、全体では生産側と同じ前年度比6.9％

の増加となっております。

 内訳としましては、網かけの部分になります

けれども、家計の消費支出等の民間最終消費支

出が4.9％の増加、県や市町村の物件費等の地方

政府等最終消費支出が0.0％で横ばい、住宅や企

業の設備投資等の県内総資本形成が2.6％の減少

となっております。

○松田総合交通課長 委員会資料50ページを御

覧ください。

 その他報告事項の３つ目、バス無料デーの実

施結果についてであります。

 初めに１、実施概要についてです。

 この取組は、県、市町村、交通事業者で構成

する県バス利用促進協議会において、バス利用

のきっかけづくりを目的とし、県内で運行する

路線バスや一部のコミュニティバスを対象に、

昨年10月と12月の計４日間、運賃が無料となる

バス無料デーを実施したものであります。

 次に、２、バス利用者数の変化についてであ

ります。

 （１）全体としまして、バス無料デー当日の

利用者数は、４日間合計で約13万7,000人となり、

前年の同じ月、同じ曜日の平均と比べますと、

それぞれ1.5倍から2.8倍と大きく増加いたしま

した。

 51ページを御覧ください。

 （２）系統別の利用者数ですが、４日間とも

長距離を運行する系統や、商業施設、観光地に

向かう系統で利用者数の増加が目立ちました。

中でも、利用者数の増加数が最も多かったのは、

下の表の赤枠で囲っている日曜日の商業施設に

向かう系統でありました。

 なお、表の左・右の10月と12月の比較におき

ましては、増加数の上位５位までは多少の順位

の変動はあるものの、いずれも同じ系統となっ

ております。

 52ページを御覧ください。

 ３、バス利用のニーズについてであります。

 こちらはバス無料デーに併せて実施した、利

用者アンケートの結果をまとめたものです。

 まず、左上の属性ですが、利用者の年代を見

ますと、幅広い年代の方に御利用いただき、中

でも10歳代や70歳以上が多かったところであり

ます。また、居住地では、県央が約６割を占め

ております。

 次に、右側の、ふだんのバスの利用頻度です

が、ほとんど利用しないとの回答が約３割を占

めており、バス無料デー当日、新たな層がバス

を利用したことがうかがえます。

 次に、その右の、無料デー当日の利用目的の

複数回答ですが、買物との回答が約４割と最多

になりました。

 最後に、左下の今後の利用意向につきまして

は、ふだんバスを利用する方の約47％が、また、

ふだんバスを利用しない方の約36％が、今後利

用する頻度が増えると回答されており、今回の
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取組がバス利用のきっかけづくりとして一定の

効果があったものと推測されます。なお、右側

のバス非利用者の年代別では、70歳以上はもと

より、10代、20代で今後の利用意向が高くなっ

ております。

 今後につきましては、今年度中に今回の詳細

な結果の分析をまとめる予定であり、それを基

に市町村や交通事業者との連携の下、利用目的

やターゲットを明確化した上で、新たなバス利

用者の掘り起こしなど、効果的なバス利用促進

策を検討してまいります。

 無料デーの説明は以上でありますが、１点、

訂正をお願いいたします。

 先ほど、齊藤副委員長の御質問に対しまして、

ＵＤタクシーの価格を、令和８年４月のモデル

チェンジに伴い「420万円」と申しましたが、こ

れは現行モデルを参考に、昨今の車両価格の上

昇を見込んだものでありまして、メーカーにお

ける正式な価格ではございません。その点、修

正させていただきます。

○濵川中山間・地域政策課長 委員会資料の53

ページを御覧ください。

 宮崎県過疎地域持続的発展計画の改定につい

て御説明いたします。

 初めに、１、改定の趣旨につきまして、過疎

地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、

いわゆる新過疎法に基づき策定いたしました、

宮崎県過疎地域持続的発展方針の終期到来に伴

い改定することにつきまして、６月の常任委員

会のその他報告事項で御報告したところですが、

その後、パブリックコメントを経て、令和７年

８月25日付で国からの協議同意が得られたとこ

ろです。

 ページ中ほどの図に示しておりますとおり、

左の県方針に基づき、県及び市町村は、今後取

り組む予定の過疎対策関連事業を分野ごとに整

理した過疎地域持続的発展計画を定めることが

できます。

 今回、改定後の県方針に基づく県の計画、宮

崎県過疎地域持続的発展計画の改定案を作成し

ましたので、御報告するものであります。なお、

改定した県方針及び県計画案については、別冊

資料としてお配りしておりますが、分量も多い

ことから、委員会資料で概要を説明させていた

だきます。

 ２、対象地域及び期間であります。

 県内における対象地域は、過疎市町村の16団

体と経過措置の対象となる特定市町村の木城町

を合わせた計17団体で、計画期間は、方針と同

じく令和８～12年度となります。

 54ページを御覧ください。

 ３、計画案の内容ですが、１～12の項目の構

成となっており、１は基本的な事項、２の移住

・定住・地域間交流の促進・人材育成・確保か

ら、12の再生可能エネルギーの利用の推進まで

は、過疎法が示す、11の分野別に取り組む予定

の事業を記載しておりまして、その中身につい

ては、次ページ以降の４、計画案の概要にて御

説明いたします。

 55ページを御覧ください。

 まず、１、基本的な事項でありますが、（１）

持続的発展の基本方針としまして、人口減少下

にあっても将来にわたって安心して住み続けら

れるよう、ひと・生活・しごとの維持・確保に

取り組みながら、長年にわたって築いてきた、

くらしのゆたかさや固有の文化・歴史を引き継

いでいけることを目指し、市町村と連携を図り

ながら持続的発展を推進することを掲げており

ます。

 また、（２）目標としまして、県外から本県
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過疎地域への移住世帯数を設定しておりまして、

令和２～６年度の実績である796世帯に対し、本

計画期間の５年間では900世帯を目標として設定

しております。

 次に、計画に記載した11の分野の中から抜粋

して関連事業を御説明します。

 まず、２、移住・定住・地域間交流の促進、

人材育成・確保です。

 １つ目のポツの「移住・定住促進関連事業」

は、人口減少対策の柱の一つとして、本県への

移住・定住を促進するために、各種事業に取り

組むものであります。

 また、２つ目のポツの「特定地域づくり事業

協同組合設立準備支援事業」は、年間を通じた

仕事を創出するとともに担い手確保につなげる

もので、このような人材確保策も盛り込んでお

ります。

 56ページを御覧ください。

 ３、産業の振興です。

 １つ目のポツの「元気な中山間農業・農村活

性化事業」は、農業振興事業の一例として記載

しておりますが、これ以外にも林業・水産業な

ど、各産業を振興する事業を盛り込んでおりま

すほか、２つ目のポツの「祖母・傾・大崩ユネ

スコエコパーク魅力発信事業」にありますよう

に、自然・歴史・文化といった地域の資源を活

用した地域づくりを通じた産業振興策にも取り

組んでまいります。

 ５、交通施設の整備、交通手段の確保は、国

県道や林道の整備等に加えまして、こちらに記

載の「地方バス路線等運行維持対策事業」のよ

うに、地域住民の生活に必要な交通手段確保に

も取り組んでまいります。

 ８、医師の確保については、記載の「中山間

地域の持続可能な医療体制構築事業」などによ

り、へき地医療体制の機能維持を図ります。

 57ページを御覧ください。

 10、集落の整備です。

 １つ目のポツの「未来へつながる「宮崎ひな

た生活圏」形成促進事業」により、安心して地

域に暮らし続けることができる仕組みづくりを

推進するほか、２つ目のポツの「中山間地域く

らしサポートネットワーク構築事業」において

は、中山間地域の暮らしを支える総合的なサー

ビス展開の仕組みについて、民間事業者や市町

村と議論を重ねながら環境整備を行うことで、

集落の維持・活性化を推進してまいります。

 11、地域文化の振興等です。

 こちらに記載の「地域で楽しむ文化芸術体験

事業」は、過疎地域等で文化鑑賞機会を提供す

るものですが、このほかの事業も含め、文化の

保存と継承につなげる取組を進めてまいります。

 以上が、４、計画案の概要となります。

○前田女性活躍推進室長 委員会資料の58ペー

ジを御覧ください。

 令和７年度、男女共同参画社会づくりのため

の県民意識調査について御説明いたします。

 まず、１の調査の目的ですけれども、来年度、

男女共同参画プランの改定を予定しておりまし

て、県民の男女共同参画に関する意識や実態を

把握し、プラン改定の基礎資料とするため、

５年ごとに実施しているものでございます。

 ２の調査の概要ですけれども、今回、（１）

の①～⑥の分野について質問を行っております。

 （２）の調査方法ですが、県内18歳以上の方

から3,000人を無作為に抽出しまして、郵送また

はインターネットによって回答をお願いしたと

ころです。その結果、41.3％に当たる1,240名の

方から回答を頂きました。

 次のページを御覧ください。
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ここからは調査結果を幾つか抜粋して御説明

したいと思います。

 まず、（１）の男女の平等感です。ここでは

家庭生活や職場など８つの場面について、男

性・女性のいずれかが優遇されているか、それ

とも平等と感じるかを質問したものです。結果

を見ますと、いずれの場面でも女性が優遇され

ている─グラフで言うと、右から３番目、

４番目の少しブルーがかった部分になりますけ

れども─女性が優遇されているという意見は

ほとんどありません。特に、⑤の政治、それか

ら⑦の社会通念、慣習、しきたり、それから⑧

の社会全体では、６割を超える方が男性のほう

が優遇されていると回答されております。

 次のページを御覧ください。

（２）性別による役割分担意識についてにな

ります。

 ここでは、男性は外で働き、女性は家庭を守

るべきという考え方に対して、賛成か反対かを

質問したものです。結果を見ますと、男女とも

賛成意見は１割に満たず、６割以上の方が反対

と回答されております。一番下の参考にありま

すように、前回、令和２年度の調査の結果と比

較しましても、反対する人の割合が増加してお

ります。

 次のページを御覧ください。

 （３）家庭生活における役割分担についての

質問になります。

 ここでは、家計を支えるや家事など７つの項

目について、夫と妻のどちらが担うか、それと

も同等なのかを、理想の姿と現実の分担の両方

について質問しております。その結果、ほとん

どの項目で─上段になりますが、夫婦が同じ

くらい負担することが理想─グラフで言うと、

黄色の部分─という回答が半数を超えており

ます。

 しかし、現実を見ますと、一番上の家計を支

えるの部分については、主に夫という回答が約

６割、一方で、２つ目の家事、それからその下

の家計の管理あるいは、その下の育児、そして

一つ飛びまして、親の世話・介護、こういった

部分については、やはり妻、女性に偏っている

というような状況になっております。

 次のページを御覧ください。

 最後は、（４）女性の就業についての意識に

関する問いになります。

 女性は結婚や出産後も働き続けるのがよいと

思うか、というような質問になります。この質

問に対しては、男女とも６割を超える方が─

オレンジになりますが─結婚や出産後も仕事

を続けるほうがよいと回答されております。こ

の割合については、一番下の参考にあります、

前回の結果と比較しても10ポイント以上増加し

ているような状況になります。

 概要についての御説明は以上になりますけれ

ども、今回の調査結果は、過去と比較すると、

全体的に改善傾向にあるというふうに受け止め

ております。しかしながら、先ほど御説明しま

した男女の平等感ですとか、あるいは家庭生活

の役割分担ではまだまだ偏りが大きいというふ

うに受け止めておりますので、引き続きこれら

の解消に向けた啓発等の取組が重要と認識して

おります。

 冒頭に申し上げましたとおり、今後さらに詳

細な分析を行いまして、次期プランの改定に生

かしてまいりたいと考えております。なお、本

調査の男女別や年代別といった詳細な結果につ

きましては、現在整理中でございまして、まと

まり次第、委員の皆様にお配りしたいと考えて

おります。このため、本日は別冊資料としてダ
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イジェスト版をお配りしております。後ほど御

覧いただければと考えております。

○佐藤委員長 執行部の説明が終了しました。

 その他報告事項についての質疑はありません

か。

○齊藤副委員長 令和５年度の宮崎県県民経済

計算について教えてください。これは話を聞き

ながら、令和５年度、ちょうど２年前ですけれ

ども、このぐらい本県の経済が復活したという

ことが如実に分かる資料で、すごいなと思いな

がら聞いていました。

 お尋ねしたいのが、本県で過去、最も高かっ

た県内総生産はいつなのか、もし分かれば名目

値・実質値とも教えてください。あと、１人当

たりの県民所得も教えてください。

○芝吹統計調査課長 県内総生産については今

回、令和５年度の分が最も高く、名目値３兆

9,853億円が最も高い数値となっております。

手元に実質値はないんですが、１人当たり県

民所得についても、資料46ページの棒グラフの

緑の濃いものが、１人当たり県民所得の推移と

なっておりまして、これについても１人当たり

としては、令和５年度分が一番高い数値となっ

ております。

○齊藤副委員長 もう一回確認ですけれども、

バブルのときよりも、この令和５年度の総生産

額並びに県民所得は過去最高という理解でいい

んですか。

○芝吹統計調査課長 はい。そのとおりです。

○齊藤副委員長 それはやはり本当に喜ばしい

ことですし、誇れることだというふうに思いま

す。

 あと、この資料46ページの図－１、令和５年

度のところで、本県は過去のトレンドを見ると、

ほぼ国と県とが一致しているのに、令和５年度

は国が下がっているのに本県が上がっていると

いうのは、これはどういう分析なんですか。

○芝吹統計調査課長 それについては、まずは

令和４年度の本県の部分について、本県は令和

４年の９月に台風第14号という災害を受けてい

ます。その関係で令和４年度の県民経済計算で

県内総生産が少し抑えられた。その部分が令和

５年度のほうに遅く出てきた部分があるのかな

と考えております。

 それプラス、この経済成長率の推移は実質値

のほうをお示ししているんですけれども、資

料２でお配りしているほうには実質値だけじゃ

なくて名目値のほうのグラフもついているんで

すが、名目値は国のほうも上がっております。

 実質値になったときに国のほうは下がってい

る形になっている。名目値から実質値というの

は、名目値は通常のやり取り、実質値というの

が物価の変動を考慮した金額ということになる

んですけれども、国の場合は、実質化するとき

に輸出入価格の増減のところの影響が出てくる

可能性もあって、これは内閣府のほうに確認を

させてもらったところなんですが、その輸出入

価格の増減のところで名目値を実質値に直した

ときに国のほうは下の方向になってしまったと

いうことで聞いております。

○齊藤副委員長 今の課長の御説明が多分正し

いのかもしれないですけれども、私が個人的に

受け取った印象というのは、この4.6ポイントの

ところに上がっているというのは、やはり本県

が様々に行ってきた施策が、もしくは本県内の

様々な産業に従事する人たちが、相当何か努力

された成果が出たのかなというふうに理解した

んですが、そういうことではないんですね。

○芝吹統計調査課長 資料47ページで、令和

５年度の産業ごとの県内総生産の数字をお示し
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しているところですけれども、当然、世界の状

況というか、経済の状況にも影響はされます。

令和５年度に関しては、ほとんどの産業で増加

しているところなんですが、基本的にはそこを

見ていただくと、どの産業が付加価値をつくっ

たのかというところになるかと思いますので、

県民の方々の頑張りが現れているのではないか

とは思います。

○齊藤副委員長 最後、その下の図－２のとこ

ろで、先ほどのお話にもあった所得水準、国民

所得を100とした場合の水準ということで、本県

は見ていると大体、国民所得に対して８割弱ぐ

らいのところなんだなという理解ができました。

これは国民所得だから、極端に所得の高い、恐

らく首都圏辺りが相当引き上げているのかなと

いうふうに理解したんですけれども、今後の参

考に知りたいのが、47都道府県の中で、大体そ

の平均的な所得の県はどこら辺になるんですか。

○芝吹統計調査課長 国民所得に関しては、国

民所得を総人口で割っており、おっしゃるとお

り、都会のほうの数字が当然入っておりますの

で高く出るということはあると思います。うち

のこの１人当たりの県民所得の水準というのは、

令和５年度はまだ47都道府県の公表が全部され

ているわけではありませんので、どれぐらいの

位置にあるかというのは分からない状況です。

令和４年度の数字で比べますと、47都道府県中

で比べますと46番目の水準になります。

平均的な所得の県は、令和４年度の分だと山

口県、長野県の296万円で真ん中だと思います。

○齊藤副委員長 今回、一般質問の中でも知事

のほうから、県民所得を引き上げるという強い

決意をお聞きしたので、我々議員としても目標

とするライン、個人的に私は思っているのが、

やはり日本の中でもちょうど平均ぐらいにいき

たいという気持ちがあって、今の課長の話を聞

くと、山口県、長野県辺りを注視しながら頑張

ればいいんだなということが理解できました。

○佐藤委員長 暫時休憩いたします。

   午前11時57分休憩

─────────────────────

   午前11時57分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

 それでは、引き続き委員会を続けます。

○芝吹統計調査課長 先ほど実質値が私の手元

になかったので答えられませんでしたけれども、

実質値の県内総生産についても令和５年度が最

高です。

○山内委員 今の県民所得について確認です。

人口分布において、本県では高齢化が進んで、

高齢の方の割合が増えていけば所得が年金だけ

になっていく人が増えていくわけなので、今の

人口動態でいけば東京と比べて同じ割合でいれ

ば伸びたのが分かりやすいですけれども、高齢

化率が増えていくことによってなかなか厳しい

状況になっていくのではないかなと想定できる

んですが、その捉え方で合っていますか。

○芝吹統計調査課長 まず、付加価値を生み出

すというところに関しては、高齢化が進めば当

然、付加価値を生み出しにくいというところは

あるかと思います。１人当たりの県民所得とい

うことになれば、付加価値は下がる可能性があ

りますけれども、人口が減少していきますので

─今度は分母が減っていきますので、単純に

１人当たりの県民所得が下がっていくというこ

とにはならないかなとは思います。付加価値と

しては、人口が減っていくに従って、なかなか

付加価値を生み出す人がいなくなりますので、

生産性を上げていかなければいけないとは思い

ますが、そこの部分が維持できないというとこ



令和８年３月６日(金)

- 28 -

ろは考えられると思います。

○山内委員 東京に比べて、宮崎県は生産労働

人口の割合が減っていくと思うんですよね。と

なった場合に、生産労働人口だけの付加価値の

割合でいったら、同じであっても生産労働人口

以外の数が多い分、県民所得としての割合は下

がっていくのかなと思ったけれども、そうでは

ないという捉え方でいいんですか。

○芝吹統計調査課長 都会のほうが生み出す力

はうちより高いので、そういう面からいけば、

高齢者の割合が多いことがそういう付加価値を

生み出すところが弱くなっていくというのはあ

るのかなとは思います。

○中村総合政策課長 御指摘のとおり、本県の

生産年齢人口というのは、今度は徐々に減って

いく傾向で、時代の潮流の中でもお示ししたと

おり─38ページでございますけれども─今

後、生産年齢人口が大幅に減っていくことが予

想されております。

 ただ、今後の方向性といたしましては、その

時代の潮流の39ページのところでもお話をさせ

ていただきましたけれども、人口が減っていく

のは、これは人口構造上やむを得ないことでは

あるんですけれども、その中でやはり県民の豊

さを維持する、県民の所得をこれから上げてい

くためには、やはり将来に向けた課題にもお示

ししているような、今後、しっかり稼ぐ力のあ

る産業を育てていく、そして徐々に高齢化に伴

って事業承継等もこれから進んでまいります。

 そして、様々な企業のＭ＆Ａみたいなことも

今後は進んでいくと思われますので、そういっ

た形で企業の規模を拡大していくであるとか、

あるいは経営基盤を強化していくことで稼ぐ力

を強くして、そして県全体のＧＤＰを維持でき

るような、そういった施策を進めることによっ

て１人当たりの所得を今後も全国の水準に追い

つけるように努力していく必要があると考えて

おります。

○齊藤副委員長 資料52ページのバス無料デー

の実施結果のところで、先日、本田議員の一般

質問の中でもこのやり取りを聞いていたんです

けれども、これはすごくよいアンケートだなと

思いながら聞いていました。10歳代、70歳以上

の利用が多かったということで、恐らく車をふ

だんから利用されている方が、わざわざこのバ

ス無料デーを体験されたというか、全体数は少

ないのかなと思ったんです。ただ、その中でも、

ふだんバスを利用しない方の約36％が今後利用

する頻度が増えると回答しているところが一番

の肝だなと理解したんですけれども、この増え

ると回答した人たちの理由は何か調査されてい

るんですか。

○松田総合交通課長 これにつきましては、ア

ンケートを実施した関係であまり多くのことは

聞けておりません。なぜ増えると思うのかとい

う背景まで踏み込んだ調査というのは、今回行

っておりません。

○齊藤副委員長 恐らく今後、路線バスなり、

オンデマンドバスなり、継続して持続可能な仕

組みを残そうと思ったら、やはりふだんマイ

カーを利用している人間がどれだけバス等々を

利用するかだと思うので、引き続きここの研究

はぜひお願いします。

○佐藤委員長 それでは、以上をもちまして総

合政策部を終了いたします。

 暫時休憩いたします。

   午後０時４分休憩

─────────────────────

   午後１時10分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。
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 本委員会に付託されました議案等について、

部長の概要説明を求めます。

○田中総務部長 それでは、本日、御審議いた

だきます議案等につきまして、お手元の総務政

策常任委員会資料により御説明いたします。

 まず、資料の２ページを御覧ください。

 １の予算議案についてでありますが、議案第

45号が令和７年度一般会計予算の補正で、議案

第47号が令和７年度公債管理特別会計予算の補

正でございます。

 令和７年度一般会計補正予算（第８号）の概

要につきましては、後ほど御説明いたします。

 次に、２の特別議案でございますが、議案第

64号「職員の旅費に関する条例等の一部を改正

する条例の一部を改正する条例」など２件にな

ります。

 次に、３の報告承認事項では、報告第１号

「専決処分の承認を求めることについて」、御

報告いたします。

 次に、４のその他報告事項では、「令和７年

度第２回県立病院事業点検プロジェクトチーム

報告について」など５件を御報告いたします。

 ３ページを御覧ください。

 令和７年度一般会計補正予算（第８号）の概

要についてであります。

 今回の補正は、国の令和７年度補正予算（第

１号）に係るもの及びその他必要とする経費に

ついて措置するものでございます。

 １の一般会計歳入一覧を御覧ください。

 表の左から３列目、今回補正額の一番下にあ

りますとおり、補正額は15億6,666万9,000円の

減額となります。

 この結果、右隣の欄のとおり、補正後の一般

会計の予算規模は、7,289億3,872万8,000円とな

ります。

 今回の補正予算による一般会計の歳入財源は、

本県、また、国全体の税収の増に伴いまして、

表の款別、自主財源の１行目、県税が34億円余、

その下の地方消費税清算金が47億円余、依存財

源の１行目、地方譲与税が32億円余、その２つ

下の地方交付税が124億円余の増額となっており

ます。

 一方で、自主財源の７行目、繰入金は、財政

調整積立金からの繰入金の減等により、また、

依存財源の一番下、県債は、公共事業費の減等

によりまして、記載のとおりそれぞれ減額とな

っております。

 ４ページを御覧ください。

 ２の一般会計歳出一覧になります。

 今回の補正額を款別にまとめております。

 主なものとして、上から２番目の総務費が157

億円余の増額、１つ下の民生費が32億円余の増

額、２つ下の労働費が26億円余の増額、３つ下

の土木費が169億円余の減額、２つ下の教育費が

48億円余の減額となっております。

 予算案の概要については、以上であります。

 なお、歳入予算や議案等の詳細につきまして

は、危機管理局長及び担当課長から説明いたし

ますので、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

○佐藤委員長 次に、予算議案についての説明

を求めます。

 なお、委員の質疑は執行部の説明終了後にお

願いをいたします。

○池田財政課長 ５ページを御覧ください。

 私からは、３、歳入科目別概要のうち、県税

と地方消費税清算金以外の主なものについて御

説明いたします。

 ３つ目の分担金及び負担金につきまして、左

から３列目、４億1,700万円余の減額となります。
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これは主に、一番右の列、主な項目の２つ目の

二重丸、負担金について、土地改良事業費や港

湾建設事業費に係る国の内示によりまして、

４億2,600万円余の減となったことなどによるも

のです。

 ６ページを御覧ください。

 使用料及び手数料は、１億7,400万円余の減額

です。こちらは主に、１つ目の二重丸、使用料

が、水利使用料や高等学校授業料等の減により

まして、１億200万円余の減。また、一番下の二

重丸、証紙収入が、運転免許更新等の実績の減

などにより、１億円余の減となったことなどに

よるものです。

 ７ページを御覧ください。

 一番上の財産収入は、1,600万円余の増額です。

これは主に、１つ目の二重丸、財産運用収入が、

金利の上昇等による運用利子の増などにより、

１億9,400万円余の増額となった一方、財産売払

収入が売払時期の延期等によりまして、１億

7,700万円余の減となったことなどによるもので

す。

 次の寄附金は、１億5,700万円余の増額です。

こちらは主に、個人版ふるさと納税の増等によ

るものでございます。

 一番下の繰入金は、157億4,100万円余の減額

です。こちらは主に、下から２つ目の財政調整

積立金からの繰入金が、県税等の歳入の増加等

により、また、地域医療介護総合確保基金から

の繰入金について、医療機関等に対する施設整

備支援事業の執行残等が発生したことにより、

それぞれ減となったことなどによるものであり

ます。

 ８ページを御覧ください。

 諸収入について、25億9,600万円余の減額であ

ります。こちらは主に、上から３つ目の二重丸、

貸付金元利収入が中小企業融資制度貸付金の貸

付実績の減等により、33億1,200万円余の減とな

ったことなどによるものです。

 ９ページを御覧ください。

 地方譲与税、地方交付税等でございます。

 まず、地方譲与税ですが、こちらは、国税の

一部が地方に配分されるものでございまして、

特に特別法人事業譲与税の増等によりまして、

32億6,100万円余の増額となってございます。

 また、地方交付税につきましては、国の補正

予算に伴う普通交付税の再算定により追加交付

がなされたことなどによりまして、124億5,400

万円余の増額となってございます。

 10ページを御覧ください。

 国庫支出金については、18億4,100万円余の増

額です。こちら主に、２つ目の二重丸、国庫補

助金につきまして、国の内示により土木費国庫

補助金が減となる一方で、国の補正予算に伴う

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金等を

受け入れることなどにより、増額となったこと

などによるものです。

 11ページを御覧ください。

 県債については、85億8,500万円余の減額です。

こちら主に、道路橋梁事業等の公共事業におい

て、国の内示額が見込みを下回ったこと等によ

る発行額が減となったことによるものでござい

ます。

 全体としては、一番下にありますとおり、15

億6,666万9,000円の減額となりまして、補正後

の歳入予算は、その右隣、7,289億3,872万8,000

円でございます。

○鎌田税務課長 税務課から、県税収入予算に

つきまして御説明いたします。

 資料は12ページを御覧ください。

 表の一番上の県税計ですが、当初予算では、
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表頭の令和７年度①予算額の欄にありますとお

り、1,123億1,000万円としておりましたが、個

人県民税、地方消費税等の税目で増収が見込ま

れますことから、令和７年度税収見込額は、そ

の２つ右の②収入見込額の欄のとおり、1,157億

8,000万円、当初比103.1％となり、その結果、

補正額は、右から２列目の欄のとおり、34億

7,000万円の増額となります。

 次に、補正の増減額の大きい税目について御

説明いたします。

 表の右の２列、補正額と備考の欄を御覧くだ

さい。

 まず、内訳の一番上、個人県民税は、賃金上

昇等により15億4,262万円余の増、次に、その２

つ下の利子割県民税は、政策金利の引上げによ

り預金金利が上昇しておりますことから、３億

590万円余の増となっております。

 次に、その２つ下の法人事業税は、製造業、

サービス業等の所得減により、４億3,630万円余

の減となっております。

 13ページを御覧ください。

 上から２段目、地方消費税の譲渡割は、物価

上昇により21億2,676万円余の増、その下の地方

消費税貨物割は、輸入額の減少により１億9,043

万円余の減、その下の不動産取得税は、税額が

200万円以上となる大規模建築の取引の増加によ

り、２億4,615万円余の増となっております。

 14ページを御覧ください。

 下から３段目、軽油引取税は、物流の効率化

等による軽油需要量の減少により、１億2,209万

円余の減となっております。

○福島総務課長 資料15ページを御覧ください。

 総務部における２月補正予算案の歳出予算説

明資料であります。

 今回お願いしております、総務部の一般会計

と特別会計を合わせた補正額は、表の左か

ら３列目の補正額の欄の一番上にありますよう

に、203億9,166万円の増額であります。

 この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の欄の一番上にありますように、2,668億4,648

万4,000円となります。

 続きまして、16ページを御覧ください。

 令和７年度繰越明許費補正の追加と変更であ

ります。これは、国の予算内示の関係等により、

事業実施期間が不足することなどの理由による、

翌年度への繰越しをお願いするものであります。

 上の表は、県有施設災害復旧事業など７事業

につきまして、合計11億8,217万3,000円の追加

を、また、下の表は、「庁舎公舎等営繕工事事

業」１事業につきまして、３億2,790万8,000円

の変更をお願いしております。

 17ページを御覧ください。

 総務課の補正予算につきまして御説明いたし

ます。

 総務課の２月補正額は、左から３列目の一番

上にありますように、3,443万円の減額をお願い

しております。

 この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の欄にありますように、３億7,781万6,000円と

なります。

 18ページを御覧ください。

 補正予算の事項別内訳でありますけれども、

主な補正内容について御説明させていただきま

す。

 まず、左から３列目、上から４段目の（事項）

文書管理費の補正額773万5,000円の減額であり

ます。これは、文書収発室運営嘱託員など会計

年度任用職員の人件費の執行残や、文書管理シ

ステム運用費の執行残などによるものでござい

ます。
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 次に、その下の（事項）印刷等管理費の補正

額423万円の減額であります。これは、印刷業務

嘱託員の人件費の執行残、デジタル印刷機器等

の入札執行残などによるものでございます。

 最後に、下から３段目の（事項）文書セン

ター運営費の補正額324万4,000円の減額であり

ます。これは、文書センター運営嘱託員の人件

費などの執行残であります。

○伊東人事課長 人事課の補正予算につきまし

て御説明いたします。

 資料の19ページを御覧ください。

 人事課の２月補正額は、8,292万4,000円の減

額をお願いしております。

 この結果、補正後の予算額は、右から３列目

にありますように、50億5,812万8,000円となり

ます。

 主な補正内容について御説明いたします。

 20ページを御覧ください。

 まず、左から３列目、上から２段目の（事項）

人事調整費の補正額1,279万7,000円の減額であ

ります。

 主なものは、説明及び事業名の欄の３「本省

等への派遣研修職員宿舎借上料」905万7,000円

の減額であります。これは、定期異動等により

国の省庁等へ派遣される職員のうち、本県で手

配する施設に入居できなかった者に対し、県が

別途宿舎を借り上げ、入居対応するための経費

でありますが、今年度につきましては、その執

行がなかったことに伴い、減額するものでござ

います。

 次に、上から３段目の（事項）行政管理費の

補正額1,455万5,000円の減額であります。

 主なものは、説明及び事業名の欄、２「県庁

オフィス改革モデル事業」1,431万5,000円の減

額であります。これは、フリーアドレスの導入

やデジタルツールの活用を試行することにより、

魅力ある職場づくりを図るための経費でありま

すが、実施段階における導入方法等の検討によ

り経費を抑制できたことに伴い、減額するもの

でございます。

 次に、上から４段目の（事項）人事給与費の

補正額2,706万8,000円の減額でございます。

 主なものは、説明及び事業名の欄、２「人事

給与システム管理事業」2,120万円の減額でござ

います。これは、職員の人事、給与システムの

運用管理及び法令の改正等に伴い必要となるシ

ステムの改修に要する経費でございますが、シ

ステムの改修に係る作業内容の見直し等により、

経費が抑制されたことに伴い、減額するもので

ございます。

○池田財政課長 財政課の補正予算について御

説明いたします。

 資料21ページを御覧ください。

 補正予算額は、一般会計と特別会計を合わせ

まして、164億8,387万7,000円の増額でございま

す。内訳は、一般会計が173億4,492万6,000円の

増額、公債管理特別会計が８億6,104万9,000円

の減額でございます。

 この結果、補正後の予算額は、一番上の行の

右から３列目にありますとおり、1,828億8,624

万5,000円となります。

 23ページを御覧ください。

 一般会計の補正予算の主なものでございます。

 まず、上から２つ目の（目）財産管理費につ

きまして、182億6,218万8,000円の増額となって

おります。

 主な内訳ですが、上から２つ目の（事項）県

債管理基金積立金につきまして、181億3,704万

7,000円の増額でございます。これは主に、県税

等の歳入増加、また、各部局における執行残で
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生じました一般財源の余剰等につきまして、次

年度以降の県債償還に備えて積み立てるもので

ございます。

 また、この事項のほか、各事項の欄に記載し

ております経費につきましては、当課が所管し

ております各基金について、金利の上昇等に伴

い、運用利子の積立金を増額するものでござい

ます。

 次に、その下の（目）元金につきまして、

６億6,757万7,000円、（目）利子につきまして、

１億9,101万円の減額でございます。

 これらは、県債の償還経費としまして、公債

管理特別会計に繰り出す公債費でありますが、

（目）元金につきましては、主に銀行等借入の

新規発行分につきまして、事業の繰越し等によ

り借入額が当初見込みより減少したこと等によ

りまして、不用額が生じたものでございます。

 （目）利子につきましては、主に新規発行分

について、借入額の減少及び借入金利が当初見

込みよりも低利となったこと等によりまして、

不用額が生じたものでございます。

 一番下の（目）公債諸費につきましては、

3,746万6,000円の減額となっております。こち

らは、県債を証券で借り入れる際の発行手数料

につきまして、証書での借入れとなったことに

より、不用となったために減額するものでござ

います。

 24ページを御覧ください。

 公債管理特別会計でございます。

 （目）積立金が１億4,250万円、（目）元金が

５億2,507万7,000円、（目）利子が１億9,101万

円、（目）公債諸費が246万2,000円の減額でご

ざいます。これは、今し方、一般会計の分で御

説明を差し上げたとおりでございます。

○廣池財産総合管理課長 財産総合管理課の補

正予算について御説明いたします。

 資料の25ページを御覧ください。

 当課の２月補正額につきましては、４億6,195

万6,000円の減額をお願いしております。

 この結果、補正後の予算額でございますが、

右から３列目にございますとおり、37億4,806万

6,000円となります。

 それでは、主な内容について御説明させてい

ただきます。

 次のページを御覧ください。

 こちらの表、上から２つ目の（事項）庁舎公

舎等管理費ですが、こちらの補正額は１億3,149

万7,000円の減となります。これは、庁舎等の光

熱費、清掃警備等業務委託の入札に伴う執行残

などによるものであります。

 次に、その下の（事項）庁舎公舎等保全費に

ついては、２億8,670万8,000円の減となります。

こちらは、庁舎等の修繕工事や設計業務委託な

どの入札に伴う執行残によるものであります。

 次に、その下の（事項）電気機械管理費につ

いては、2,751万1,000円の減となります。これ

は、庁舎等の機械、電気設備の修繕経費や設備

の保守点検業務委託などの入札に伴う執行残で

ございます。

 最後に、下から２つ目の（事項）公有財産管

理費については、839万円の減であります。これ

は、財産の管理・処分に要する経費などの執行

残であります。

○下温湯営繕課長 営繕課の令和７年度２月補

正予算案について御説明いたします。

 資料の27ページを御覧ください。

 当課の補正予算額は、2,341万3,000円の減額

をお願いしております。

 その結果、補正後の予算額は、３億1,115万

7,000円となります。
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 以下、補正の主な内容について御説明いたし

ます。

 28ページを御覧ください。

 上から１段目の（事項）職員費であります。

補正額は、2,066万6,000円の減額であります。

これは、人件費の執行残等によるものでありま

す。

○鎌田税務課長 資料の29ページを御覧くださ

い。

 税務課の２月補正予算額は、表の左から３列

目、補正額の欄の一番上の段、税務課計のとお

り、48億6,599万1,000円の増額をお願いしてお

ります。

 この結果、補正後の予算額は、右から３列目

にありますとおり、649億553万6,000円となりま

す。

 30ページを御覧ください。

 主な補正内容について御説明いたします。

 表の左から３列目、上から２段目の（事項）

諸費ですが、過年度分の県税の還付額が当初見

込みを下回ったことにより、３億3,381万3,000

円の減となります。

 次に、上から３段目の（事項）賦課徴収費で

すが、2,707万2,000円の減としております。

 その主なものといたしましては、右の説明及

び事業名の欄の１、徴税活動費の（１）徴税活

動経費ですが、これは、県税の徴収活動に必要

な納税通知書等の印刷費、郵送料等の執行残に

伴いまして、1,901万6,000円の減としておりま

す。

 次に、その下の（２）個人県民税徴収取扱費

交付金ですが、これは、市町村が賦課徴収する

個人県民税について、その事務に係る費用を補

償する目的で市町村に交付するものであり、算

定の基礎となる納税義務者数が当初見込みを上

回ったこと等により、3,986万7,000円の増とな

ります。

 次に、一番下、３の管理機能の充実費の（４）

「県税クラウドシステム構築事業」です。これ

は、令和９年１月からの稼働に向けて、令和６

年度から実施しております新システムの構築事

業の執行残を減額するもので、3,499万4,000円

の減としております。

 次に、上から４段目の（事項）地方消費税清

算金ですが、これは、全国の地方消費税収総額

について、消費に関連した基準により、都道府

県間で行う清算制度に基づいて、本県から他の

都道府県に払い込むものであります。算定基礎

となる地方消費税収の増に伴い、23億6,149万

2,000円の増としております。

 次の（事項）利子割交付金から31ページの

（事項）法人事業税交付金までの７つの交付金

につきましては、いずれも税収の一定割合を市

町村に交付する法定交付金であり、それぞれ交

付金の算定対象期間の税収の増減等により補正

するものであり、事項別の説明は記載のとおり

であります。

○池北市町村課長 市町村課の２月補正予算案

について御説明いたします。

 資料の32ページを御覧ください。

 市町村課の補正額は、表の一番上、左から３

列目になりますが、２億3,688万円の減額であり

ます。

 その結果、表の右から３列目になりますが、

補正後の額は28億5,503万9,000円となります。

 それでは、主なものについて御説明いたしま

す。

 33ページを御覧ください。

 まず、上から２段目にあります（事項）地方

分権促進費の1,248万3,000円の減額であります。
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これは、県から市町村へ権限を移譲した事務の

執行に要する経費として、市町村に交付した権

限移譲交付金の確定による執行残に伴うもので

あります。

 次に、その２つ下の（事項）自治調整費の

1,604万3,000円の減額であります。これは、説

明欄にあります３「住民基本台帳ネットワーク

システム事業費」について、全都道府県で負担

しておりますシステムの運用経費に係る負担金

の額の確定等による執行残に伴うものでありま

す。

 次に、その下の（事項）市町村振興宝くじ事

業費の１億375万8,000円の減額であります。こ

れは、市町村振興宝くじとして販売されたサ

マージャンボ宝くじなどの収益金等の配分額が

確定したことに伴い、宮崎県市町村振興協会へ

の交付金が減額となったものであります。

 次に、表の下から２段目の（事項）県議会議

員補欠選挙執行費の2,676万7,000円の減額であ

ります。これは、昨年９月に執行いたしました

県議会議員補欠選挙における実際の候補者数等

に基づく公費負担の減額等によるものでありま

す。

 最後に、一番下の（事項）参議院議員選挙執

行費の6,242万2,000円の減額であります。これ

は、昨年７月に執行いたしました参議院議員選

挙における実際の候補者数等に基づく公費負担

の減額等によるものであります。

○後藤総務事務センター課長 総務事務セン

ターの補正予算について御説明いたします。

 常任委員会資料の35ページを御覧ください。

 総務事務センターの２月補正額は、１億4,257

万1,000円の減額をお願いしております。

 この結果、補正後の予算額は、右から３列目

にありますように、７億842万9,000円となりま

す。

 それでは、主な補正内容について御説明いた

します。

 36ページを御覧ください。

 まず、上から１段目の（事項）職員費、１億

3,079万8,000円の減額であります。これは、令

和７年４月１日の組織改正により、当課で予算

措置した職員数が減少したことに伴う人件費の

執行残であります。

 続きまして、上から４段目の（事項）健康管

理費、800万3,000円の減額であります。これは、

説明欄の２「職員のからだの健康に関する事業」

における定期健康診断に係る経費等の執行残、

及びその下の３「メンタルヘルス対策強化事業」

における、こころの健康相談専門員の任用経費

等の執行残であります。

○中尾危機管理局長 危機管理課の２月補正予

算について説明いたします。

 37ページを御覧ください。

 当課の２月補正額は、左から３列目、１億

9,543万円の増額をお願いしております。

 この結果、補正後の予算額は、右から３列目

にありますように、18億700万円となります。

 主な補正内容について御説明いたします。

 38ページを御覧ください。

 上から３段目の（事項）防災対策費は、２億

2,204万4,000円の増額であります。

 主な内容であります。

 右の説明欄３の「災害支援物資拠点施設整備

事業」は、屋根つき荷さばき場工事において、

入札残が生じたため、減額するものであります。

 次に、５の「南海トラフ巨大地震等被害想定

更新事業」は、宮崎県地震・津波被害想定更新

業務及び減災計画改定支援業務において、執行

残が生じたため、減額するものであります。
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 ７の新規事業「災害から命を守る「自助の備

え」緊急支援事業」、８の新規事業「避難所生

活環境改善事業」につきましては、後ほど御説

明いたします。

 次に、上から５段目の（事項）火山対策費は、

291万5,000円の減額であります。これは、えび

の高原周辺の火山ガスの濃度の測定機を、手動

測定機から自動測定機に交換した執行残を減額

するものであります。

 一番下の（事項）災害救助事業費は、4,908万

円の減額であります。これは、災害支援物資拠

点施設運営委託等に入札残が生じたため、減額

するものであります。

 39ページを御覧ください。

 新規事業「災害から命を守る「自助の備え」

緊急支援事業」であります。

 補正予算額は２億4,535万9,000円、財源は全

額国費（重点支援地方交付金）であります。

 事業の目的は、感震ブレーカーや家具・家電

転倒防止器具など、災害発生時に自分の命を守

る自助の備えに必要な物資等の購入費用の一部

を支援し、物価高騰下における一般家庭の負担

軽減を図るものであります。

 （１）の事業内容としまして、最大で２万世

帯を対象に、対象となる防災用品を購入した際

に定額１万円の支援金を支給するものでありま

す。

 対象用品は、①にありますとおり、感震ブ

レーカー、非常用電源、家具・家電転倒防止器

具、ガラス飛散防止フィルムとしております。

 ②の支援要件でありますが、単独または複数

アイテムの組合せで１万円を超えるものである

こと、かつ、購入場所は県内販売店に限り、ネ

ットでの購入は対象外としております。また、

感震ブレーカーが作動すると通電が一斉に遮断

されることから、安全が確認され電気が復旧す

るまでの電源対策として、感震ブレーカーを購

入することを条件に、非常用電源も対象とする

ものであります。

 （２）の事業の仕組みでありますが、事業は

民間への委託とし、マイナカードを活用し、マ

イナポータルを経由してポイント付与すること

としております。

 （３）の成果指標としましては、毎年実施し

ている県民アンケートの「災害に対する備えを

している人の割合」を、現状の58％から85％に

向上させることとしております。

 続いて、40ページを御覧ください。

 新規事業「避難所生活環境改善事業」であり

ます。

 補正予算額は7,775万7,000円、財源は国庫、

県債及び一般財源であります。

 事業の目的は、指定避難所となる県有施設の

避難生活に必要な資機材を整備することで、災

害時における避難者の避難所生活環境の改善を

図り、災害関連死のリスクを減らすものであり

ます。

 事業の概要であります。

 事業内容は、断水時においても水を浄化して、

繰り返し多くの避難者が利用可能な水循環式の

シャワー６台と、シャワー機材の電源としての

充電式非常用発電機６台を整備するものであり

ます。

 避難所の運営は、本来、市町村の役割であり

ますが、避難所に指定されている県有施設は、

広域的な利用が想定されることから、施設管理

者として、これまで簡易トイレやマンホールト

イレなどのトイレ環境の整備のほか、プライ

ベートテントやエアーマット、備蓄毛布やスポ

ットクーラーなどの資機材を整備してきており、
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今回新たに断水時にも対応可能な入浴環境を確

保するために必要な資機材を整備することとし

ております。

 （３）の成果指標でありますが、指定避難所

となる県有施設42か所のうち、特に広域的な利

用が想定される６施設に資機材を整備すること

により、断水時の入浴等生活用水対策済みの施

設割合を現状の０％から令和８年度には14.3％

にするものであります。

○羽田消防保安課長 消防保安課の補正予算に

ついて御説明します。

 41ページを御覧ください。

 消防保安課の２月補正額は、１億7,146万

4,000円の減額補正をお願いしております。

 この結果、補正後の予算額は、右から３列目

にありますように、41億8,906万8,000円となり

ます。

 主な補正内容について御説明いたします。

 42ページを御覧ください。

 １段目の（事項）防災行政無線管理費は、

１億3,508万3,000円の減額であります。

 右の説明欄、４の「地域衛星通信ネットワー

クシステム整備事業」、５の「ヘリコプターテ

レビ受信設備整備事業」は、令和６～７年度

の２か年度行う債務負担行為契約で、契約額が

確定したため、減額するものであります。

 次に、上から６段目の（事項）消防学校費は、

2,917万円の減額であります。これは、会計年度

任用職員の人件費に執行残が生じたことや、消

防学校庁舎整備委託の入札残等により減額する

ものであります。

○佐藤委員長 執行部の説明が終了しました。

 予算議案について質疑はございませんか。

○今村委員 資料39ページの「災害から命を守

る「自助の備え」緊急支援事業」に関して、こ

の対象用品が幾つか挙がっているんですけれど

も、これ以外も多分いろいろあると思うんです

が、ここに絞った理由というのは何かあったり

するんでしょうか。

○中尾危機管理局長 今回の対象としましては、

南海トラフ巨大地震発生時の死者数、負傷者数

を直接減らすための措置としまして、建物の倒

壊、家具転倒等による死者や負傷者、通電火災

による負傷者、それから、津波の避難におきま

しても、一部家具転倒、ガラス飛散による逃げ

遅れというものがありますので、こういったも

のを直接減らすための措置として、こういうア

イテムを選定したところでございます。

○今村委員 防災バッグとか、携帯用のトイレ

とか、そういった細々したものとかも、なかな

かまだ仕入れてなかったりするので、そういっ

たところも対象としてあってよかったのかなと

思ったところでした。この成果指標の58.1％と

いうのは、今回の対象用品のみに関しての

58.1％ということでよかったでしょうか。

○中尾危機管理局長 成果指標としまして、災

害に対する備えをしている人の割合ということ

を挙げておりますが、今回、２万世帯に対して

こういう支援をすることで、結果として、その

目標の85％にもっていくということで設定して

いるところでございます。

○今村委員 次のページの「避難所生活環境改

善事業」についても教えてください。発電機に

関してなんですけれども、これは、１か所に対

して１台という考えでよかったでしょうか。

○中尾危機管理局長 そのとおりでございます。

○今村委員 あと２つ教えてほしいんですけれ

ども、令和８年度の成果指標が14.3％となって

いますが、残りのところに関しては、いつぐら

いまでをめどに導入するとか、そういったもの
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を検討されているんでしょうか。

○中尾危機管理局長 特にいつまでということ

ではありませんけれども、まずは、基本的には、

市町村が避難所の環境整備をするというところ

は、市町村の役割でございます。県有施設につ

きましては、広く使うという観点から、今回新

たに入れるところでございまして、それ以外の

ところについては、また今後検討してまいりた

いと考えております。

○今村委員 あと一つが、この発電機に関して

は、どの程度の大きさのもので考えていらっし

ゃるんでしょうか。

○中尾危機管理局長 発電機に関しましては、

２～３日連続の使用が可能なもので考えており

ます。それから、ソーラーパネルでも充電でき

るという形で、最短で７時間充電すれば使える

ような形になりますので、使用しながら同時に

充電もできるという製品になっております。

○今村委員 例えば、医療器具とか酸素とか、

そういったもので必要な方とかもいらっしゃる

ので、また、容量に関してはいろいろと検討が

必要なのかもしれないなとは思ったところでし

た。

○山内委員 資料39ページの「災害から命を守

る「自助の備え」緊急支援事業」なんですが、

非常用電源は感震ブレーカーと一緒ということ

なんですが、外づけの感震ブレーカーで、安い

のは3,000～4,000円ぐらいであるのかなと思う

んですけれども、単純に考えて、多くの人に備

えをしてもらいたいと思ったら、例えば、数千

円のもので半額助成しますよというほうが、限

られた予算の中で、より多くの方に広げること

も可能なのかなと思いました。例えば、１万円

を助成するとしていますけれども、4,000円の感

震ブレーカーをつけて、半額助成なら2,000円で

済むわけだから、その５倍の10万世帯の方に対

して感震ブレーカーの一部助成を行う方法もあ

ったと思うんですけれども、なぜ抱き合わせで

行うことにしたのか、その経緯を教えてくださ

い。

○中尾危機管理局長 大きな要因としては、申

請を受けてから査定をするという段階で、一部

補助となりますと、やはり審査等に多大な時間

等もかかりますので、基本的には、１万円とい

う定額で補助する形で、なるべく多くの方に使

っていただきたいという思いで、今回設定した

ところでございます。

○齊藤副委員長 今の関連で、もう一回教えて

ほしいんですけれども、定額１万円の支援金を

支給するというのは、県民の方が、実際この対

象となっている店舗で購入したときに、自動的

に値引きされるという理解でいいんですか。

○中尾危機管理局長 スキームとしましては、

実際に県内の店舗で買ったことを証明するため、

そのレシートと、実際につけたという写真─

家具転倒防止器具であるとか、感震ブレーカー、

ガラスの飛散防止フィルムを実際に設置したと

いう写真をもって査定するという形にしており

ます。

○齊藤副委員長 これは、県民に対してはどう

やってＰＲされる予定ですか。

○中尾危機管理局長 ＣＭでありますとか、広

告とか、いろんな形を使って、県民に広く周知

をしてまいりたいと考えております。

○齊藤副委員長 資料40ページの「避難所生活

環境改善事業」で、県有施設避難所の環境整備

ということなんですけれども、６か所それぞれ

の名前を教えてください。

○中尾危機管理局長 具体的にこの箇所という

ところまではまだ選定しておりませんので、実
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際には複数の箇所を、日にちを分けながら使い

回していくといったようなことも想定をしてい

るところでございます。15分程度あれば簡単に

設営もできますし、自動車で運ぶこともできま

すので、まずは、要支援者や高齢者の方たちを

優先的に、多くの施設で使えるような形で運用

していきたいと考えております。

○齊藤副委員長 確認ですけれど、水循環式シ

ャワーと非常用発電機はセットで６か所ですか。

○中尾危機管理局長 はい。セットで６か所と

いうことで考えております。

○佐藤委員長 ほかにございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 次に、特別議案についての説明

を求めます。

 なお、委員の質疑は執行部の説明終了後にお

願いします。

○伊東人事課長 私から議案第64号の内容につ

きまして、常任委員会資料で御説明いたします。

 資料44ページを御覧ください。

 議案第64号「職員の旅費に関する条例等の一

部を改正する条例の一部を改正する条例」につ

いてであります。

 これは、令和７年６月定例県議会で可決いた

だきました職員の旅費に関する条例等の一部を

改正する条例におきまして、７つの条例を改正

し、本年４月に施行することとしておりました

が、そのうち２つの条例につきまして改正の提

案を行うものでございます。

 前回の提案の中で、これまで旅費の中で定額

支給してきた船員食卓料を国に準じて廃止した

上で、今後の食料支給の在り方につきましては、

国や現場の実態等を踏まえて引き続き検討を行

うこととしておりました。

 検討の結果、国における対応や各県の見直し

の状況等を踏まえ、１の改正の理由に記載のと

おり、船員の食事に要する費用を新たに旅費と

して支給することとし、また、船員等に支給さ

れる特殊勤務手当の支給の在り方について所要

の見直しを行うため、関係規定の改正を行うも

のでございます。

 次に、２の主な改正の内容についてでありま

す。

 ①に記載のとおり、旅費の種目に船員食料費

を新設するものであります。

 具体的な支給額は、表にありますとおり、航

海区域の区分に応じて、第１区及び定係港内の

場合、日額で1,120円、第２区、第３区及び第

４区の場合、日額で1,321円であります。

 次に、②についてでございますが、船員等に

支給される特殊勤務手当のうち、船舶において

漁業取締等を行った場合に支給される漁業取締

等手当と、船舶の運航業務等を行った場合に支

給される船員作業手当につきまして、同一勤務

日にいずれの業務にも従事することが想定され

ますことから、これらの手当につきまして、同

一勤務日における重複支給を可能とするもので

ございます。

 次に、３の改正を要する条例についてであり

ますが、職員の旅費に関する条例等の一部を改

正する条例のうち、職員の旅費に関する条例及

び職員の特殊勤務手当に関する条例について改

正を行うものでございます。

 最後に、４の施行期日についてでありますが、

公布の日から施行することといたします。

○廣池財産総合管理課長 財産総合管理課から、

議案第79号「工事請負契約の変更について」、

御説明させていただきます。

 資料の45ページを御覧ください。

 まず、１の事業概要でございますが、事業内
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容は、公用車及び外来車の自走式の立体駐車場

を整備するもので、企業局南駐車場の敷地に、

５層６段、235台を収容する駐車場を整備するも

のであります。

 ２の変更契約の概要であります。

 変更前の契約金額14億4,100万円から2,655万

3,807円の増額をいたしまして、変更後の契約金

額は14億6,755万3,807円となります。

 ３の変更理由については、２つでございます。

 １つ目が、物価や人件費の上昇に対する工事

費の全体スライドによる増額分として2,451万

8,807円、２つ目は、くい工事の際に発見された

支障物の撤去による増額分として203万5,000円、

合計で先ほど申し上げた2,655万3,807円となり

ます。

○佐藤委員長 執行部の説明が終了しました。

 特別議案についての質疑はございませんか。

○齊藤副委員長 今の財産総合管理課のところ

の公用車147台、外来車88台ということなんです

けれども、これは実際５階建てということなん

ですが、外来の方が駐車する場所というのは何

階部分になるんですか。

○廣池財産総合管理課長 １階と２階が外来の

方の駐車場、それから３階から上が公用車の駐

車場ということになっております。

○齊藤副委員長 今は、建設前というのは、警

備の方がいらっしゃって、紙に判こを押しても

らうやり方だったんですけれども、今後はどう

なるんですか。

○廣池財産総合管理課長 こちらの立体駐車場

につきましては、最初にいわゆる磁気カードを

受け取っていただいて、庁内の機械を通してい

ただき、民間のパーキングのような方式を採用

することとしております。

○佐藤委員長 ほかにございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは次に、報告承認事項に

ついての説明を求めます。

 委員の質疑は、執行部の説明終了後にお願い

いたします。

○池北市町村課長 報告第１号「専決処分の承

認を求めることについて」、御説明申し上げま

す。

 資料46ページを御覧ください。

 資料の右上にありますとおり、「令和７年度

宮崎県一般会計補正予算（第６号）」として、

令和８年１月23日に専決したものであり、議会

において議決すべき事件を地方自治法第179条第

１項の規定より専決処分したことについて、同

条第３項の規定により報告し、その承認を求め

るものであります。

 まず、１の補正の理由についてでありますが、

衆議院の解散による衆議院議員総選挙等を執行

するための経費を補正するものであります。

 次に、２の選挙の概要であります。

 （１）の選挙の日程でありますが、衆議院解

散日が令和８年１月23日、選挙の公示日が１月

27日、選挙の期日が２月８日の日程で執行いた

しました。

 （２）の選挙をする人数については、小選挙

区が各選挙区１名で計３名、比例代表は九州選

挙区で計20名であり、（３）の執行に要する経

費については、全額国費であります。

 次に、３の補正予算額でありますが、大き

く３つの区分に分かれております。

 表の上から２段目の衆議院議員選挙臨時啓発

費として201万円、次の衆議院議員選挙執行費と

して８億5,915万9,000円、下から２段目の最高

裁判所裁判官国民審査費として906万8,000円、

合計８億7,023万7,000円を計上しております。
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 それぞれ概要を御説明いたしますと、表

の２段目の衆議院議員選挙臨時啓発費につきま

しては、啓発用資材作成に要する経費等であり

ます。

 次に、衆議院議員選挙執行費につきましては、

まず、委員会事務費が1,623万3,000円で、内訳

は選挙執行に要する人件費などであります。

 その下の管理執行経費につきましては、まず、

市町村への交付金が５億7,932万2,000円で、内

訳は投票所・開票所経費、ポスター掲示場設置

費などであります。

 次の公営負担金が２億1,944万4,000円で、内

訳は、候補者が使用する選挙運動用自動車等に

要する経費や、政見放送経費などの選挙公営負

担金であります。

 次の県経費が4,416万円で、内訳は、選挙公報

等の印刷や選挙執行に要する事務費などであり

ます。

 最後に、最高裁判所裁判官国民審査費につき

ましては、審査公報印刷に要する経費などであ

ります。

 なお、これ以外に４のその他にありますとお

り、投票用紙や選挙運動用資材等の作成など、

早期に発注が必要な予算4,608万4,000円を別途

予備費で執行しております。

 なお、選挙の結果でありますが、小選挙区で

は、第１区は渡辺創氏、第２区は長友慎治氏、

第３区は古川禎久氏が当選され、投票率は

53.37％となったところであります。

○佐藤委員長 執行部の説明が終了しました。

 報告承認事項について、質疑はありませんか。

○齊藤副委員長 衆議院議員選挙執行費８億

5,900万円の選挙区ごとの内訳は出ますか。

○池北市町村課長 選挙区ごとのは今手元にご

ざいません。申し訳ありません。

○齊藤副委員長 それでは、その下の管理費執

行経費の市町村交付金５億7,900万円余の投開票

経費、ポスター掲示場設置費の内訳は出ますか。

○池北市町村課長 投開票経費につきましては、

投票のみで２億484万7,000円、ポスター掲示場

設置費が5,887万円でございます。

○佐藤委員長 ほかにございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。

 委員の質疑は、執行部の説明終了後にお願い

いたします。

○池田財政課長 資料47ページをお願いいたし

ます。

 令和７年度第２回県立病院事業点検プロジェ

クトチーム報告資料でございます。

 第１回ＰＴ会議につきましては、11月の閉会

中常任委員会で報告させていただいたところで

ありますが、その後、第２回、第３回ＰＴ会議

を開催いたしましたので、その内容について御

報告をいたします。

 なお、一般会計からの繰出金を含め、予算案

に係る内容につきましては、厚生常任委員会に

おいて審議されることとなっております。

 48ページ、目次を御覧ください。

 資料の全体構成といたしまして、大きくこれ

までの経緯、第２回ＰＴ関係、第３回ＰＴ関係、

国への要望状況の順に説明をいたします。

 49ページを御覧ください。

 これまでの経緯についてまとめたものでござ

います。

 11月４日、第１回ＰＴ会議に係る議会報告ま

での経緯につきましては、既に説明済みのため、

割愛をさせていただきます。

 昨年12月10日に、第２回ＰＴ会議を開催いた



令和８年３月６日(金)

- 42 -

しまして、令和７年度の決算見込み、医療需要

の分析等について協議いたしました。

 その後、各月時点の患者動向等の経営状況を

確認の上、２月６日、第３回ＰＴ会議を開催い

たしまして、収支計画の見直しや抜本的対策の

取組等について協議し、２月26日、その内容に

ついて知事に報告したところでございます。

 50ページを御覧ください。

 ここから、第２回ＰＴ会議の具体的な内容等

になります。

 まず、経営改善に向けた取組状況についてで

ございます。

 令和５年度及び令和６年度の各２月定例県議

会におきまして、病院局が議会に対しお示しし

ました経営改善に向けた取組に係る対応状況に

ついて、今年度の対応状況の見通しをまとめて

おります。

 なお、右上に記載しておりますとおり、白い

丸の取組が令和６年度から開始した取組、黒い

丸の取組が令和７年度から開始した取組であり

まして、大きい黒括弧内の数字につきましては、

それぞれ令和５年度または令和６年度の基準年

度と目標年度となります令和12年度を比較した

取組効果の見込額になります。

 まず、①の収益の確保につきまして、１つ目

の丸、令和７年度見込額と令和５年度の実績の

比較についてでございます。

 上の表が入院、下の表が外来についてです。

 いずれも患者数は減少、単価は増加、収益と

しては入院が6.6億円、外来が11.9億円の増とな

っております。

 なお、右に行きまして、令和12年度の目標達

成に向けましては、入院ではあと40.7億円、外

来では5.6億円さらに伸ばす必要がございます。

 ２つ目の黒丸、抗がん薬混合調製ロボットに

つきましては、延岡病院では昨年11月から、宮

崎病院では先月から稼働しておりまして、増収

効果は来年度から現れてくることとなります。

 次に、②費用の節減・見直しにつきましては、

医薬品等の共同購入や専門家を活用した価格交

渉、物流管理業務の活用による診療材料費削減

などにより、合計２億8,000万円余の節減が見込

まれてございます。

 51ページを御覧ください。

 各病院の取組についてでございます。主なも

のを申し上げます。

 まず、宮崎病院につきまして、がん医療の高

度化による収益向上のため、ＩＭＲＴによる治

療を開始し、4,600万円の増収を見込んでおりま

す。

 延岡病院につきましては、ハイブリッド手術

室の運用により３億3,000万円の増収、また外来

化学療法提供体制の充実により１億800万円の増

収と、いずれも目標を上回る増収、令和12年度

目標を既に足下で達成することを見込んでおり

ます。

 また、日南病院につきましては、病棟再編に

より1,400万円の人件費の節減を見込んでおり、

引き続き、余剰となる職員を退職不補充という

形で順次削減していくことで、今後、段階的に

その効果が現れてくることとなっています。

 また、公立病院等との機能分化につきまして

は、日南市と２月12日に連携協定を締結し、今

後、日南市立中部病院との役割分担の明確化や

連携強化について、具体的な議論を本格化して

いくこととなります。

 52ページを御覧ください。

 第２回ＰＴ会議時点におきます令和７年度決

算見込みについて、対前年度で比較したものに

なります。
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 純損益は36億9,000万円余の赤字、対前年度17

億3,000万円余悪化する見込みでございます。

 主な要因といたしまして、入院・外来収益は、

患者数の減少を単価の増加で補い、合わせて

６億7,000万円余増加しておりますが、給与費や

材料費などの費用について、物価高騰や賃金の

上昇により、収益の増加を大きく上回って増加

していることによるものです。

 なお、各病院ごとの決算見込みにつきまして

は、70ページ以降に参考資料として掲載してお

りますので、後ほど御覧いただければ幸いです。

 53ページを御覧ください。

 こちらは、同じく、令和７年度決算見込み、

第２回ＰＴ時点における数字について、令和

６年度２月定例県議会において、病院局が議会

にお示ししました収支計画と比較したものでご

ざいます。

 純損益は、計画から８億円余悪化する見込み

となっております。

 主な要因といたしましては、入院・外来収益

について、入院患者数が計画を下回ったことに

より３億2,000万円余の悪化、費用については計

画を上回る物価高騰や賃金の上昇により７億

8,000万円余悪化したことによるものでございま

す。

 54ページを御覧ください。

 54～58ページで、５スライドありますけれど

も、足元の令和８年１月までの入院・外来患者

数、単価、稼働病床利用率について、それぞれ

まとめたものでございます。

 グラフの見方といたしまして、赤の実線が令

和７年度、青が令和６年度、緑が令和５年度、

灰色が参考としてコロナ禍前の令和元年度を表

してございます。

 また、赤の点線は、令和７年度の収支計画上

の目標ラインを表しています。

 まず54ページ、延べ入院患者数でございます。

 病院事業全体といたしましては、収支計画を

１万9,294人下回っております。

 ３病院、それぞれ昨年度よりも患者数が減少

し、特に宮崎病院につきましては、収支計画の

目標を大きく下回っています。

 単価増に向けた経営改善の観点からの平均在

院日数の短縮による影響はあるものの、後ほど

59ページで説明いたしますが、全県的に若年層

の医療需要が減少しているとともに、特に宮崎

東諸県医療圏について、総合的な医療機能を有

する病院が相当数ありますので、医療機能の重

複が見られると、病院局としては分析してござ

います。

 次に55ページ、延べ外来患者数でございます。

 病院事業全体では、収支計画を7,579人下回っ

ております。

 月ごとの増減に波はありますけれども、特に

減少の大きかった11月につきましては、前年度

比で診療日数が２日間少なかったことも要因と

の報告を受けておりますので、11月については

少し異常値と捉えていただければと思います。

 56ページ、１日平均入院単価でございます。

 事業全体では、収支計画を3,066円上回ってい

ます。

 宮崎病院、延岡病院では、平均在院日数の短

縮等により目標を上回っている一方で、日南病

院については、単価が高い外科等の患者数の減

少によりまして、目標を下回っています。

 次に57ページ、１日平均の外来単価になりま

す。

 全体では、収支計画を2,564円上回っておりま

す。

 こちらについては、３病院とも高度な外来化
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学療法件数の増加によりまして、順調に単価が

上昇してきております。

 58ページ、稼働病床利用率でございます。

 全体では、収支計画を5.8％下回っております。

 平均在院日数の短縮、患者数の減少によ

り３病院とも目標を下回っています。

 59ページを御覧ください。

 医療需要等の分析についてでございます。

 こちらは、福祉保健部と連携しまして、病院

局が県全域のレセプト件数や病床数等について

分析した結果でございます。

 上の四角囲みリード文に記載のとおり、医療

需要につきましては、若年層が減少し、後期高

齢者層が増加する一方で、急性期病床が過剰と

なっている一方、回復期病床については不足し

ている状況でございます。

 さらに、県北、県南の医療圏では、延岡病院

と日南病院が、それぞれ総合的な急性期医療の

大部分を担う一方で、宮崎東諸県医療圏内では

医療機能の重複が見られることから、持続可能

な地域医療体制を構築するために、宮崎東諸県

医療圏でも、急性期の機能分化、一部病院の高

齢者救急や回復期等への移行が必要との結論に

至っております。

 60ページを御覧ください。

 これらを踏まえた第２回ＰＴ会議における主

な評価・指摘事項と病院局の対応方針について

まとめております。

 左側オレンジの部分が、ＰＴの評価・指摘事

項、右側の緑がけが病院局の対応方針でござい

ます。

 ＰＴの評価・指摘事項になりますが、まず、

令和７年度決算見込みについて、賃金上昇、物

価高騰等による費用の増に加えまして、入外患

者数の減少により、収支計画よりも収益が悪化

していることを確認いたしました。

 そして、特に宮崎病院をはじめとする医療需

要の減少を踏まえて、経営改善に向けたさらな

る抜本的対策を早急に検討するよう指摘、また、

その必要性について指摘・指示をしております。

 それに対しまして、病院局からは、患者数の

減少等を踏まえた収支計画の見直しを行うとと

もに、収益確保を含めた抜本的対策を取りまと

め、次回ＰＴで報告する旨の方針が示されてお

ります。

 また、宮崎東諸県医療圏をはじめ、各圏域に

おきまして、次期地域医療構想の策定段階から

病院局も議論に参加するとともに、県立病院の

役割等を明確化し、特に日南串間医療圏は、公

立病院間の役割分担と機能強化等につきまして、

より具体的に議論を進めていくとの回答がござ

いました。

 61ページを御覧ください。

 ここから、第３回ＰＴ会議の内容についてで

ございます。

 まず、第３回ＰＴの段階では、２月補正予算

案等を反映させた令和７年度決算見込みが出て

まいりますので、それについて前年度と比較し

たものになります。

 先ほど６ページで御覧いただいた第２回ＰＴ

会議時点における決算見込みに、診療報酬改定

までの緊急対策として、給与改定や物価高騰の

影響を踏まえ、２月補正予算で措置する繰入金

や、国経済対策に盛り込まれた国庫補助金を反

映したものでございまして、この結果、純損益

については、21億6,000万円余の赤字、対前年

度２億円余の悪化となる見込みとなっておりま

す。

 62ページを御覧ください。

こちらについては同じく、第３回ＰＴ後、２
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月補正予算案等の反映後の決算見込みと収支計

画を比較したものであります。

 純損益について、対収支計画費で７億2,000万

円余増加する見込みとなっております。

 63ページを御覧ください。

 ここから66ページにかけまして、収支計画の

見直しの内容について説明いたします。

 まず、１の基本的な考え方といたしまして、

収支計画につきましては、国のガイドラインに

基づいて、毎年度、状況の変化等を踏まえて必

要な見直しを行った上で、議会に報告すること

となっております。

 また、当初目標であります令和12年度の黒字

化、一般会計借入金の返済開始を堅持すること、

また、現金預金残高のプラス水準を維持するこ

と、これらを大事な点として掲げております。

 次に、今回の主な見直し内容になりますけれ

ども、入院患者数、診療報酬改定率等の最新動

向や繰入金に係る２月補正予算案、また令和

８年度当初予算案を反映させるとともに、詳細

については後ほど説明いたしますが、④の経営

改善のための抜本的対策や、⑥の財務基盤の強

化のための病院事業債の借入額35億円を反映し

たものになっております。

 64ページを御覧ください。

 第２回ＰＴ会議における我々からの指摘を踏

まえて、病院局において新たに検討いたしまし

た抜本的対策の実施による収支改善効果等につ

いてでございます。

 ここに赤字で記載しております効果額は、令

和７年度と比較した令和12年度における改善効

果額となっておりまして、総額6.6億円を見込ん

でございます。

 主な内容として、まず宮崎病院におきまして、

１病棟の削減及び精神科病棟の見直しを行うこ

とで、病床を50床程度削減するとともに、ＩＭ

ＲＴ導入やダ・ヴィンチの機能強化が完了しま

したことから、がんセンターを標榜し、ＰＲし

ていくことで、集患対策を強化する方針として

おります。

 また、稼働率等を踏まえまして、延岡病院で

は15床、日南病院では、さきの52床削減に加え

てさらに18床の病床を削減しまして、これらの

取組全体で計4.1億円の収支改善を図ることとし

ております。

 続いて、３病院共通の取組といたしまして、

生成ＡＩ等の導入などのＤＸを推進することで、

時間外勤務を削減するほか、看護職員処遇改善

評価料を活用した処遇改善の廃止、材料等調達

における地域連携の推進などにより、費用の節

減を図ります。

 また、有料個室等の値上げ、延岡市、日南市

の医師公舎跡地等の未活用資産の売却により収

益を確保し、これらを合わせて計2.5億円の収支

改善を図ってまいります。

 あわせて、一番下、財務基盤を強化するため

に、病院事業債（経営改善推進事業）による資

金調達を行ってまいります。

 この病院事業債は、厳しい経営環境に直面す

る公立病院の資金繰りを支援するために、政府

において今年度新たに創設された地方債になり

まして、令和８年度に11億円、令和９年度に24

億円、合計35億円を発行し、一定の現金預金残

高、いわゆるキャッシュを確保してまいります。

 なお、この新たな地方債につきましては、全

国知事会地方税財政常任委員長である本県知事

が、令和６年度に国へたび重なる提案を行って

きた結果、今年度、国において創設されたもの

です。

 次に、65ページを御覧ください。
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 こちらは、令和６年度２月定例県議会で病院

局がお示しした計画でありまして、もともと数

億円の現金預金残高をしっかりと維持しながら、

令和12年度には黒字化し、借入金の返済を開始

する計画となっております。

 66ページを御覧ください。

 こちらが、先ほど御説明いたしました各種指

標また抜本的対策等を盛り込んだ新たな収支計

画案でございます。

 表の一番上、令和12年度のところを赤枠で囲

んでおりますが、純損益について抜本的対策の

効果発現等により、令和12年度の黒字化、また

一般会計からの借入金の返済開始を維持し、し

っかりとやっていく計画でございます。

 また、表の下段、令和９～12年度にかけて資

金不足比率という欄になりますけれども、令和

９～12年度にかけて資金不足額が発生する見込

みとなっておりますが、病院事業債による資金

調達等により、表の中段にありますとおり、現

金預金残高は見直し前を上回る額を確保する見

込みとなっております。

 67ページを御覧ください。

 第３回ＰＴ会議におけるＰＴの評価・指摘事

項と病院局の対応方針でございます。

 まず、ＰＴの評価・指摘事項でありまして、

収支計画につきましては、患者数をより現実的

な見込みといたしまして、抜本的対策もしっか

りと織り込んだ見直しになっているものと考え

ております。

 その上で、宮崎病院等での新たな病棟削減に

よる人件費等の削減を着実に進めるとともに、

あらゆる集患対策を実施し、患者数の確保に努

めていただくこと、また、日南病院につきまし

ては、市立中部病院との連携協定を踏まえ、本

格的な議論を着実に実施し、さらに串間市民病

院につきましても、今後、機能分化等を検討す

るべきではないかと指摘したところでございま

す。

 病院局からは、抜本的対策を確実に進め、看

護師配置等の適正化を通じた総人件費の抑制を

図っていくこと、また、総合病院の特色を生か

した高度医療を積極的に対外発信していくこと

で、入外患者数の確保に努めていくこと、また、

日南市内の公立病院について、令和８年度早期

にあり方検討委員会を開催し、次期地域医療構

想を踏まえた役割分担等の具体的な議論をしっ

かりと始め、令和８年度中に方向性を定めると

ともに、串間市民病院との機能分化等の検討に

ついても今後進めていくとの回答がございまし

た。

 これら第２回、第３回ＰＴ会議の結果につい

て、総論といたしまして、下の囲みのとおり、

知事から指摘事項といたしまして、新たな収支

計画においても今後の見通しは厳しい状況であ

ることから、まず経営改善の取組を確実に実施

し、収支計画に沿った適確な経営を行っていく

べきこと、また、次期地域医療構想の策定に当

たっては、福祉保健部においても、圏域ごとに

各医療機関の機能分化等の在り方について方針

をしっかりと示していくこと、県立病院として

も、地域の中核病院としての医療提供体制と経

営安定のための方策について、不断の検討実施

を行うよう指示があったところでございます。

 次に、68ページを御覧ください。

 最後に、御参考といたしまして、国への要望

状況、またそれに対する国の対応状況につい

て、２ページでまとめているものであります。

 これまで国に対しまして、事務方はもちろん

知事によるトップレベルでも、経営状況の厳し

い公立病院に対する地方財政措置の拡充等を切
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実に求めてまいりました。

 その結果、国補正による支援や診療報酬の大

幅な改定、地方財政措置の拡充が実現したとこ

ろでございます。

 まず、１、これまでの要望の経緯であります

けれども、11月の閉会中常任委員会で報告させ

ていただいた９月までの要望に加えまして、国

の補正予算や当初予算に係る編成作業が佳境を

迎える11月から12月にかけまして、知事が全国

知事会地方税財政常任委員長として、政府・与

党に対しまして、緊急的財政支援及び公立病院

の経営安定化支援を要請いたしました。

 69ページを御覧ください。

 これら１年の動きを受けて、国といたしまし

て、まず国の令和７年度補正予算において、医

療分野における賃上げ・物価上昇に対する支援、

病床数の適正化に対する支援など、総額１兆円

を超える医療・介護等支援パッケージが計上さ

れまして、県立３病院に対しましても、少なく

とも６億円余が措置される見込みとなっており

ます。

 また、重点支援地方交付金につきまして、引

き続き、地方公共団体が運営する公営企業への

活用も可能であり、しっかりとそれについても

充ててくれという通知等もありまして、本県の

令和７年度補正予算案において同交付金を活用

し、物価高騰に伴う材料費等の増分といたしま

して、繰入金約10.3億円を措置しております。

 また、令和８年度政府予算案における診療報

酬の改定といたしまして、令和８年度及び令和

９年度の２か年平均で3.09％の増額を行う考え

が示されております。

 さらに、地方交付税措置の拡充といたしまし

ても、救急告示病院・小児医療、周産期医療の

１床当たりの単価引上げでありますとか、不採

算地域における医療提供体制の確保に係る特別

交付税措置の拡充などが図られたところでござ

います。

 ＰＴの報告としては以上となりますが、引き

続き病院局の経営状況、経営改善に向けた取組

の把握をしっかりと努めてまいりまして、あら

ゆる機会を通じて国への要望等についても粘り

強く行っていくことで、病院局が高度で良質な

医療を安定的・継続的に提供できるよう支援し

てまいりたいと思っております。

○中尾危機管理局長 資料の75ページを御覧く

ださい。

 沖縄県先島諸島からの住民避難に係る受入れ

基本要領の策定についてであります。

 昨年度から取り組んでおります先島諸島から

の住民避難の受入れ検討につきまして、今年度

の検討結果がまとまりましたので、これまでの

経緯も含めて御説明いたします。

 まず、要領策定の経緯ですが、国は沖縄県と

連携し、令和４年度から先島諸島の住民避難に

係る図上訓練を実施してきましたが、令和６年

度からは訓練上の一つの想定として、九州・山

口各県を避難先に設定し、各県が受入れに係る

検討に取り組むこととなりました。

 最終的には、令和８年度末に受入れ基本要領

を策定することとしておりまして、昨年度は、

避難当初約１か月間に必要となる支援を盛り込

んだ初期的な計画の作成を行っており、今年度

は、初期的な計画の具体化に加え、要配慮者の

避難受入れ、中長期の収容施設の提供、就学再

開、就労支援の検討を追加した受入れ基本要領

（中間整理版）の策定を求められたところであ

ります。

 次に、策定経過についてですが、庁内の関係

部局や関係団体等と連携し、昨年７月頃から今
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年度の検討を本格化させ、まとまった要領案に

ついて今年２月の庁議で決定し、国へ提出した

ところであります。

 要領案につきまして、現在、国との間で記載

内容等の調整を行っており、今後、内容が確定

した後、３月下旬に公表する予定であります。

 76ページを御覧ください。

 要領を策定する上での想定避難元等について

ですが、本県は宮古島市の住民9,765名を受け入

れる想定となっており、地元から飛行機で鹿児

島空港へ避難し、貸切りバスで本県入りする想

定です。

 なお、航空機避難が難しい要配慮者につきま

しては、船舶で鹿児島港を経由して避難する想

定となっております。

 また、避難当初約１か月間の避難先として、

宮崎市内の宿泊施設を想定しております。

 参考として、避難当初約１か月間の受入れフ

ロー図を添付しております。

 なお、避難住民の輸送や収容施設、食事の提

供など、国民保護の救援に規定する業務につき

ましては、全額国が負担することとなっており

ます。

 77ページを御覧ください。

 計画を策定する上で、国から示されている前

提事項のうち、主なものを御説明します。

 まず、住民避難の可能性が生じてから受入れ

を行うまでの時間についてですが、本検討にお

いては、事前に行う上での時間的な制約はない

という状況設定をしており、避難先となる九

州・山口各県には武力攻撃の危険はなく、平時

の社会経済活動等が行われているものとしてお

ります。

 また、国は、国民に対して九州・山口各県の

入域の自粛要請を行うので、避難開始までに県

内の宿泊施設は全て空室となっているものとし

ております。

 次に、受入れ時の県の体制ですが、国民保護

法及び県国民保護計画の規定に基づき、災害時

と同様に知事をトップとする対策本部を設置し

て対応し、各部局においても部局対策室を組織

し、全庁的な体制で受入れを行うこととしてお

ります。

 78ページを御覧ください。

 令和７年度の検討内容ですが、初期的な計画

の具体化につきましては、危機管理局において、

避難住民の輸送、食事や生活必需品の提供の具

体化などに取り組みました。

 また、要配慮者の受入れ調整については、福

祉保健部において要配慮者の受入れ調整等の整

理やモデルケースごとの受入れ手順の整理など

に取り組んだところであります。

 中長期の収容施設の提供については、県土整

備部において、民間賃貸を含む住宅を供給する

上で必要となります手続や、関係者間の役割を

整理したフローの作成などに取り組んだところ

であります。

 就学再開につきましては、教育委員会におい

て、児童生徒の受入れに係る手続の整理や、受

入れに当たって配慮すべき事項の検討などに、

就労支援につきましては、商工観光労働部にお

いて、国が設ける総合的な労働相談窓口設置へ

の協力体制や、県が行っている就労支援策の活

用検討などに取り組んだところであります。

 79ページを御覧ください。

 検討から見えてきた主な課題です。

 まず、初期的な計画の具体化についてです。

 この取組では、住民避難の開始に先立ち、国

から国民に対して九州・山口各県への入域の自

粛要請を発出する想定でありますが、それによ
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って生じる宿泊施設のキャンセル等への補償な

どの考え方が国から示されていないため、今後、

国と議論していく必要があると考えております。

 次に、要配慮者の受入れ調整についてです。

 県内の医療体制に余力がない中で、搬送に対

応する医療従事者、付添い人員及び搬送手段の

不足が想定されること、また、現行制度では、

国民保護がＤＭＡＴ等の派遣の対象外であるこ

とから、九州・山口各県以外の地域からの応援

について、今後、国と議論していく必要がある

と考えております。

 次に、中長期の収容施設の提供についてです。

 避難住民の入居調整等について、外部委託に

より実施することを想定しておりますが、関係

団体の協力が必須であることや、当該団体にお

いて十分な人員が確保できないなどの現状があ

ることから、全国組織への国からの協力要請や

全国的な支援の調整等を検討の対象とするよう

国と議論していく必要があると考えております。

 次に、就学再開についてであります。

 学習進度の差異や児童生徒の心のケア等の課

題があり、対応策について検討が必要ですが、

対応する教職員等の人員の不足が予想されるた

め、応援職員の派遣等も含めた支援体制の在り

方について、今後、国と議論していく必要があ

ると考えております。

 最後に、就労支援についてであります。

 就労支援においては、総合的な労働相談窓口

を設置する想定としており、その運営主体は厚

生労働省宮崎労働局となりますが、受入れ人数

が多く、避難住民を把握するための効率的な手

段が必要となるため、県からの情報提供の方法

や情報提供の範囲を検討していく必要があると

考えております。

 来年度も、今後国から示される検討項目内容

に基づき、検討を進めてまいります。

 続きまして、宮崎県国民保護計画の変更につ

いて御報告いたします。

 なお、別冊の宮崎県国民保護計画全文につき

ましては、目次に誤植があったことから、修正

版を県議会文書共有システムに再度アップロー

ドしております。おわび申し上げます。

 資料の80ページを御覧ください。

 まず、１の国民保護計画の概要ですが、本計

画は、平成16年に制定された「武力攻撃事態等

における国民の保護のための措置に関する法律」

に基づき、都道府県に作成が義務づけられてい

るものであります。

 具体的には、武力攻撃事態等における国民の

保護のための実施体制、住民の避難や救援及び

平素からの備えに関する事項等を定めておりま

す。

 次に、２の計画変更の手続き等ですが、国民

保護法の規定では、計画を変更するときは、あ

らかじめ総務大臣を経由して内閣総理大臣に協

議するとともに、県国民保護協議会に諮問する

こととされています。

 また、計画を変更した後は、速やかに議会に

報告し、公表しなければならないとされていま

す。

 ただし、政令で定める軽微な変更については、

内閣総理大臣への協議及び県国民保護協議会へ

の諮問は不要となっております。

 次に、３の変更の概要であります。

 今回の変更は、表に記載のとおり、県の組織

変更や関連法令等の改正に伴う用語の修正等で

あり、軽微な変更を行うものであります。

 最後に、５の計画の変更日でありますが、令

和８年２月26日であります。

 続きまして、81ページを御覧ください。
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 南海トラフ巨大地震等に係る被害想定につい

てであります。

 まず、１の概要ですが、国が昨年３月に南海

トラフ巨大地震の被害想定を更新したことを踏

まえ、本県においても従来の被害想定を更新し

たものであります。

 次に、２の経過ですが、宮崎県防災会議の地

震専門部会において、令和６年７月から議論を

重ね、今年２月に最終案として取りまとめまし

た。

 具体的には、右の図にありますように、まず

被害の前提となる地震動及び津波浸水の予測を

行った上で、これらの災害がもたらす人的被害

や建物被害等を算定しております。

 ３の更新のポイントですが、国の算定手法を

踏まえ、最新のデータを用いて更新を行ってお

ります。

 また、これまでの人的被害や建物被害等に加

え、今回新たに災害関連死者数についても算定

を行いました。

 82ページを御覧ください。

 ４の被害想定見直し結果についてであります。

 （１）の概要として、表に被害の種類ごとの

数値を記載しております。

 中央の赤枠部分が今回の結果であり、左側に

は過去の想定結果を、一番右には国の想定を記

載しております。

 まず、人的被害について死者数は約１万1,000

人となり、前回の約１万5,000人から減少してお

ります。

 これは、令和６年度に行った県民意識調査の

結果を基に、津波からの早期避難を行う方の割

合が59.3％に向上したことや、津波避難施設の

整備が進んだことなどによるものと考えており

ます。

 なお、早期避難率については、国が20％とし

て被害を算出していることを踏まえ、県におい

ても同じ条件で算定しますと、死者数は約２万

1,000人となります。

 また、仮に早期避難率が70％に高まると、約

5,400人に減少します。

 次の負傷者数ですが、前回と同じ約２万人と

なります。

 その下の建物被害ですが、全壊・焼失棟数は

約８万2,000棟となり、前回の約８万棟から増加

しております。

 これは、建物耐震化が進んだものの、建物棟

数が増加したことにより、被害が増えたものと

考えております。

 その下の避難者数ですが、国の手法に倣い、

算定方法を見直した結果、避難者数は約43万

4,000人となり、前回に比べ６万人以上増加して

おります。

 また、今回初めて算定する災害関連死者数で

すが、過去の災害事例を参考に、避難者数に一

定割合を乗じて算出しており、約1,700人から

3,500人と想定しております。

 以下、ライフライン被害については、表に記

載のとおりです。

 全体として、死者数やライフライン被害は前

回よりやや減少する想定となるものの、依然と

して甚大な被害が想定されることに変わりはな

く、引き続きハード・ソフト両面において、減

災への取組を進めていく必要があります。

 83ページを御覧ください。

 （２）の人的被害として、今御説明した死者

数を市町村別及び原因別にまとめ、それぞれ前

回との比較を記載しております。

 前回より増えた箇所は青字、減った箇所は赤

字で表記しております。
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 まず、死因別で見ますと、一番下の合計の行

にありますように、左から２番目の建物倒壊に

よる死者が2,600人、左から４番目の津波による

死者が8,400人となっており、この２つが全体の

大半を占めております。

 このことからも、人的被害を減らすには、特

に津波による死者数を減らすことが重要であり、

早期避難の呼びかけや避難場所の確保、避難経

路の整備等の対策が必要と考えております。

 次に、市町村別で見ますと、一番右の列にあ

りますように、最も多いのは上から６番目の日

向市の3,000人で、以下、３つ上の延岡市が

2,500人、一番上の宮崎市が1,800人などとなっ

ております。

 84ページを御覧ください。

 （３）の建物被害についても同様に、市町村

別の全壊・焼失棟数を原因ごとにまとめ、それ

ぞれ前回との比較を記載しております。

 まず、原因別で見ますと、一番下の合計の行

にありますように、左から３番目の揺れによる

全壊が４万棟、２つ右の津波による全壊が３万

2,000棟などとなっております。

 先ほども御説明しましたとおり、全体の建物

棟数は増えておりますが、建物の耐震化が進ん

だことにより、揺れによる被害は前回より減少

しているところであります。

 また、市町村別に見ますと、最も多いのが一

番上の宮崎市の２万3,000棟で、以下、２つ下の

延岡市が１万9,000棟、３つ下の日向市が１万

3,000棟などとなっております。

 最後に、85ページを御覧ください。

 （４）の人的被害の減災効果についてです。

 ここでは、今後、早期避難率や建物の耐震化

率が向上した場合、どれだけ人的被害の低減が

見込まれるかを示しております。

 まず、左側の棒グラフでございます。

 現在の人的被害につきましては、早期避難率

は59.3％、耐震化率は84％として算定しており、

グラフの真ん中、ケースＢで示しております。

 仮に早期避難率を70％、耐震化率を90％に向

上させると、人的被害は右隣のケースＣ、約

４分の１の3,000人まで減少すると見込んでおり

ます。

 同様に右側のグラフでは、早期避難率を70％、

耐震化率を100％に向上させた場合について試算

しております。

 この場合、人的被害は約８分の１の1,500人ま

で減少すると見込んでおります。

 続きまして、86ページを御覧ください。

 第３期宮崎県地震・津波減災計画についてで

あります。

 この計画は、第１章の１、計画策定の趣旨に

ありますとおり、ただいま御説明しました被害

想定を踏まえ、県として今後取り組むべきハー

ド・ソフト両面における総合的な減災対策を取

りまとめたものであり、これまでの「新・宮崎

県地震減災計画」を改定したものであります。

 本計画で想定している地震は、第２章にあり

ますように、南海トラフ巨大地震、日向灘地震、

えびの・小林地震としております。

 第３章の目標達成のための取組ですが、国の

南海トラフ地震防災対策推進基本計画を踏まえ、

１の計画の基本的な考え方にありますように、

計画期間は10年間とし、５年後に中間見直しを

実施します。

 また、２の減災目標ですが、今後10年間で人

的被害をおおむね８割、建物被害をおおむね

５割、それぞれ減少させることを目指していき

ます。

 ３の計画の骨子につきましては、能登半島地
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震などでの課題を踏まえ、前の計画の骨子を再

編し、新たに（５）の被災者支援、災害関連死

対策を設けるなど、全６項目としております。

 具体的な取組は、次の第４章で御説明します。

 87ページを御覧ください。

 まず、１の県民防災力の向上ですが、啓発イ

ベント等を通じた県民の防災意識の啓発や自主

防災活動の充実、高校生などを対象とした学校

における防災教育の推進をはじめ、企業防災や

住宅の耐震化など、自助・共助の取組を進めて

まいります。

 次に、２の災害に強い県土づくりですが、高

規格道路の整備や土砂災害対策、上下水道施設

の耐震化や通信手段の確保などのライフライン

対策をはじめ、道路、河川、港湾施設や農業施

設などの耐震化を推進します。

 また、孤立集落対策など、地域の様々な課題

についても対策に取り組みます。

 88ページを御覧ください。

 ３の津波対策の推進になります。

 津波タワーや避難場所、避難経路の整備に対

する支援をはじめ、訓練等を通じた避難に関す

る普及・啓発、南海トラフ地震臨時情報の周知

といったソフト対策に加え、堤防の耐震化や水

門・樋門の無動力化等のハード整備も進めてま

いります。

 次に、４の被災者の救助・救命対策でありま

す。

 防災救急ヘリを活用した救助・消火活動等を

迅速に行うため、訓練や会議等を通じた関係機

関との連携強化を図るとともに、ＤＭＡＴの円

滑な運用や災害拠点病院の機能強化、地域の医

療提供体制の維持など、災害時の医療体制強化

に必要な取組を進めます。

 89ページを御覧ください。

 ５の被災者支援、災害関連死対策であります。

 訓練等を通じた保健医療福祉調整本部の体制

充実や、市町村等が行う避難所における資機材

整備への支援、支援学校における避難訓練や個

別避難計画に関する研修会の実施、物資拠点施

設を活用した備蓄の促進や訓練の実施など、被

災者支援の取組を進めてまいります。

 最後に、６の県、市町村の防災体制の充実、

広域連携体制の確立であります。

 デジタル技術を活用した情報収集や分析を促

進し、県の防災体制を充実するほか、研修等を

通じた市町村職員の災害対応能力の向上、国や

指定公共機関などと連携した訓練の実施、災害

時応援協定の締結による企業等との連携を推進

するとともに、県域を超えた応援・受援体制の

強化など、広域連携体制の確立に努めます。

○佐藤委員長 執行部の説明が終了しました。

 その他報告事項について、質疑はありません

か。

○河野委員 病院・医療について質問させてく

ださい。

 資料67ページの日南串間の医療のところなん

ですけれども、先月だったと思いますが、日南

市の中部病院と協定を結ばれて、それは中部病

院の位置関係もあって、移転も含めてというこ

とだったと思います。串間市の市民病院は、今、

皆さん御存じのように、特にこの１年で大きく

状況も変わりまして、割と待ったなしの状況に

なってまして、日南市と串間市民病院も含めて、

機能分化、連携も強化していくという、前向き

な話になってきていると思うんですけれども、

日南市、串間市の人口を考えたときに、そもそ

も公立病院が３つ、機能分化をするとはいって

も成立するという想定でいるのか、まず教えて

ください。
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○池田財政課長 成立するかどうかについては、

また福祉保健部を含めて、地域医療構想全体の

中で議論されていく話だと思いますので、私か

ら御説明できることはありませんけれども、た

だ、現実問題として、委員が御指摘のとおり人

口が減っている中で、医療需要が減っている中

で、この３病院がしっかりと供給体制をキープ

し続けるというのは、なかなか厳しい現状があ

ります。今まさに足元で、県立日南病院、中部

病院、串間市民病院で起きている状況が、まさ

にそれが現れた結果だと思っておりますので、

少なくとも病院ＰＴとしては、県立日南病院を

中心にどうしていくかという視点で見ているに

すぎませんが、御指摘の点は、まさに今後３公

立病院を中心に議論されていく、また福祉施策

としても議論されていくべき話だと思っており

ます。

○河野委員 現実的に話を進めていってほしい

なと思う中で、今、中部病院と県立日南病院が

先に議論をするとなって、今後、串間市民病院

も含めてということなんですけれども、流れと

しては、中部病院と県立日南病院との話に一旦

めどがついた後に、串間市民病院も含めた話に

なるのか、同時に話されていくのかというその

感覚を教えてください。

○池田財政課長 病院局からは、まず日南市と

しっかりと協定に基づく協議をこれから具体化

していきますが、具体的に日南市とどういう段

取り、ペースで、あるいは誰が入ってというと

ころは想定はありますけれども、これから相談

をしながらやっていく段階で、まず日南市とや

っていくことを進める段階と聞いております。

 その上で、串間市についても、いつまでとい

うことは聞いてはいませんが、少なくとも、今

度在り方検討会のようなものを県立日南と中部

病院でやっていくことになりますので、その中

に串間市、あるいは病院もオブザーバーとして

参加しませんかという声かけは行っていくよう

に聞いております。同時並行的に、前向きに串

間市も巻き込んでいくことになるかと想定して

おります。

○河野委員 結局、中部病院と串間市民病院の

在り方をどうするかによって、県立日南病院の

収支計画というのも大きく変わってくるんでは

ないかと思うので、できればもう早い段階で一

体化した議論をお願いしたいなと思っているの

で、またそのあたりをお願いいたします。

○山内委員 資料66ページの収支計画について

なんですけれども、収支が悪化したことによっ

て収支計画を変更しますが、ゴールとしての令

和12年度黒字というのは変わりませんというと

ころで、どうやって黒字になっていくのかが不

思議でなりません。

 ずっとこの計画だけ見ると、一般会計繰入金

を増やすことによって表面上黒字化したのかな

と思ってしまったんですけども、もう少し詳し

く、なぜこの黒字化が可能なのかというところ

を教えていただきたいなと思ったところです。

○池田財政課長 これにつきましては、当然令

和12年度の黒字化、先ほど前提という話で、令

和12年度の純損の黒字と返済開始というのが、

マストというふうに私からも申し上げましたけ

れども、そのために計画を帳尻合わせしている

わけではないということを説明させていただき

たいと思います。まず、63ページのところを見

ていただくのが分かりやすいと思いますので、

63ページの２の主な見直し内容に沿って説明さ

せていただきます。まず①の入外患者数とか単

価ですけれども、単価は伸びてますが、結局患

者数が減ってますので、ここの要素でさらに費
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用が伸びるというのは、これはマイナス要素な

ので、収支が悪化する要因です。基本的に①は

収支悪化要因です。

 ただ、②のところで、本県としてもまた全国

知事会を使って、あるいは各民間病院のいろん

な団体がありますので、各主体が国に対して厳

しい状況を伝え続けた結果、診療報酬改定がこ

れまで全然上がってこなかったものを、現実を

捉えていなかったものを反映してくれる兆しが

ようやく動き出しましたということ、それはま

ずプラス要因として収支がよくなる効果をもた

らします。それを反映しております。

 なので、今までは入院患者を入れれば入れる

ほど、あるいは外来患者を入れれば入れるほど、

費用が大きいせいでなかなか収益に結びつかな

かったというトレンドが、入れれば入れるほど

もうかるというふうになっていくモードが、少

しずつこの計画に織り込まれていったことで、

収支改善に向けた動き出しが始まるというのは、

まず御理解いただければと思います。

 その上で、③のところなんですけれども、ま

さに御指摘いただいたところと関連しますが、

一般会計として当然令和12年度の黒字化をつく

るために、何か変なお金を入れてるということ

は全くございませんで、今回御審議いただく令

和７年度２月補正予算案は、令和６年度２月補

正予算案と同じく、効率的な経営を行ってもな

お生じてしまう財政悪化要因というところは、

法の趣旨として一般会計で工面することになっ

ておりますので、それをしっかりと捉まえて、

病院の帰責性が著しく少ないと思われる収支計

画で厳しく見積もった費用高以上に伸びたとこ

ろをしっかりと捉まえまして、そこに対して重

点交付金も活用しながら、あるいは県費も使い

ながら、一般会計として２月補正予算案を今回

お願いするものになっております。全て理屈が

あります。

 その上で令和８年度当初予算案につきまして

も、今回、新しい要素として、不採算医療につ

いて一般会計として負うべき部分を増やしたと

いうのが実は盛り込まれておりまして、それに

ついては病院の努力で、どの医療分野がどれだ

け原価コストがかかっているという医療原価計

算をやりまして、それはどうにもならないとい

うものが明らかになってきた現状がありますの

で、それを捉まえて一般会計として負担すべき、

政策医療としてやるべき、不採算医療として負

うべきというところを的確に当初予算案に盛り

込んだ結果、前年度よりは減っているんですが、

結構高止まりした数字になっております。

 これらはいずれも一般会計からのお金になり

ますけれども、つじつま合わせとして何かをつ

くり出したものは何一つありませんので、全て

理屈がある数字と御理解いただけたらと思いま

す。

 それらをやってもなお赤字が出ます。それだ

けでは黒字化できませんので、というのがまさ

に④のところです。

 ④のところで、病院局として、これまで令和

５年度末の議会、令和６年度末の議会、様々な

強力な対策を講じるということを議会にお約束

しておりますけれども、それに加えてさらに抜

本的対策6.6億円を必死になって病院局として用

意する。これらの対応がなされる結果、この収

支見通しで令和12年度に何とか黒字になる。そ

ういった形で今回収支計画が提出されておりま

すので、それがしっかりと機能するように、病

院ＰＴとしては引き続き監督・支援していきた

いと思っているところでございます。

○山内委員 ③、④のところで、一般会計繰入
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れとしての部分は、病院として担わなきゃいけ

ない部分を計算した結果という形だったのかな

と思うんですけれども、それが令和９年度以降

非常に減っていって、担うべき部分が減ってい

く理由というのを教えてください。

○池田財政課長 様々な要因がありますけれど

も、大きく捉まえますと、先ほど申し上げた不

採算医療というところで今回大きく当初予算案

に組み込ませていただいておりますが、それは、

結局不採算医療の赤字分をサポートしましょう

といった趣旨で今回盛り込んでおります。

 それは、逆に言えば病院が黒字化傾向に向か

っていけばいくほど赤字幅が減っていきます。

不採算医療に入ってくる赤字幅が圧縮されてい

きますので、当然その分、自動的にといいます

か、一般会計の繰出しで不採算に支援するべき

額が減っていきます。

 なので、こういった減少トレンドを描いてい

く、それが大きな理由になりますけれども、そ

の他いろいろと病院に対する支援というのは、

当然毎年度毎年度見ていくことになりますので、

これがきれいにこのようになるかは、またそれ

は毎年度毎年度になりますけれども、おおむね

そういった傾向ということに収支していくので

はないかということで、我々財政当局としても

見込んでいるところでございます。

○松本委員 資料63ページのところで、病院事

業債の関係なんですけれども、経営改善推進事

業ということになっておりますが、様々な取組

がされた中で起債するということですので、こ

れは何か対象となるメニューとしてあるのかと

いうような点と、それを踏まえて令和８年度の

額が11億円、令和９年度の額が24億円となった

ところがありましたら、もう少し教えていただ

けないでしょうか。

○池田財政課長 病院事業債につきましては、

仕組みといたしまして、起債対象が、これは資

金手当て的なものになりまして、何かハードも

のを入れるために起債を打つとかいう普通の起

債とは少し違ったものになっており、特別な地

方債になっております。起債可能になる額のは

じき方としまして、条件としては当該年度、ま

たは翌年度におきまして、資金不足が生じる年

度の資金不足額ということになっておりまして、

まさに資金不足の算定は基本、大きく言うと、

流動負債から流動資産を引いた額、その他にな

りますけれども、それが発生することが見込ま

れる当該年度または翌年度であれば、臨時的・

緊急的にキャッシュ面のケアのための起債を充

てられることになっております。まさに、ここ

に出てくる資金不足額を踏まえた借入額になっ

ているところでございます。

○松本委員 それからいたしますと、厳しく計

画が立てられたということでありますけれども、

今後さらに想定外の状態になったときに─こ

れは借りられるのが３か年だったでしょう

か─そういったものに含めて、どれくらい今

回の起債でカバーできるかも踏まえて考えてい

くのか、そのあたりの考えについて併せてお尋

ねします。

○池田財政課長 今回、２か年度分借りること

になっておりますけれども、やはり足元が厳し

い状態をケアするための資金手当てになってい

まして、おおむね令和９年度ごろまで、どうし

ても電子カルテの更新のために発行した企業債

の償還等が重くのしかかる数年間になりますの

で、それらを乗り越えてしまえば、さらに黒字

化も進んでいけば、ある程度資金的な余裕は出

てくるものと伺っております。

 一般会計に対する50億円の年２億円の返済と、
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さらに今回借り入れるこの資金手当てのお金に

ついての返済を合わせても、対応できるものと

見込んでいることを、病院局から聴取している

ところでございます。

○松本委員 この病院事業債について、返済の

計画はどういう形になってくるのか、最後にお

聞かせください。

○池田財政課長 借入れ、償還年限が３年据え

置きの15年以内償還となっておりますので、計

画的に返済していくものと聞いております。

○今村委員 南海トラフ巨大地震等に係る被害

想定の見直しについて、今回、災害関連死者数

が新たに算出されたということでした。

 できれば今、要望として「第３期宮崎県地震

・津波減災計画」の減災目標の中に、災害関連

死の減少の部分も入れてもらえればなと思った

ところでした。

○中尾危機管理局長 今回、災害関連死を新た

に設けたところでありますけれども、なかなか

国のほうでも、過去の災害を基に想定している

ところでありますが、具体的な数値の目標とい

うところは、国も立てていないところでありま

して、計画の中で災害関連死の防止策というこ

とで計画を盛り込んでおりますので、そういっ

たものを通じながら、災害の関連死者数を減ら

していきたいと考えております。

○河野委員 また病院の件で確認になるんです

けれども、収支計画で、この収支の部分を出す

ときは、診療報酬については、現在の率で基本

的な長期のものを出しているんでしたよね。

○池田財政課長 お見込みのとおり、２年に

１回なので、令和８年度、令和９年度について

はまさに示された数字を置いております。

 その後についても、２年ごとに更新されてい

くことを予期しまして、その見込み方といたし

ましては、政府が統計として出しております将

来の試算を使いまして、あまりに楽観的ではな

いというか、通常想定される率で反映した形で、

診療報酬を算定して織り込んでおります。

○中尾危機管理局長 すみません、先ほど災害

関連死の数値ということを申し上げましたけれ

ども、計画の中では、最終的には災害関連死を

含む人的被害を限りなくゼロに近づけるという

目標を設定しているところでございます。失礼

しました。

○佐藤委員長 その他で何かありませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、以上をもちまして総

務部を終了いたします。

 暫時休憩いたします。

   午後３時３分休憩

─────────────────────

   午後３時12分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

 本委員会に付託されました議案等について、

局長の概要説明を求めます。

○山下宮崎国スポ・障スポ局長 初めにお礼を

申し上げます。まず、１月13日に開催いたしま

した第80回国民スポーツ大会の冬季大会の宮崎

県選手団結団壮行式、また２月９日に開催いた

しました令和７年度宮崎県スポーツ栄誉賞・特

別賞並びに宮崎県障がい者スポーツ賞授賞式に

おきましては、県議会から外山議長に御臨席を

いただきました。誠にありがとうございました。

 いよいよ来年に迫りました宮崎国スポでの天

皇杯獲得に向けまして、冬季の競技も含めまし

て、さらなる競技力の向上に取り組んでまいり

ますとともに、本県ゆかりの選手の功績をたた

え、その活躍を広く県民に届けることで、本県

スポーツ全体をさらに盛り上げてまいりたいと
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考えております。

 また、２月４日に開催いたしました日本のひ

なた宮崎国スポ・障スポ実行委員会の第18回常

任委員会におきましても、外山議長に御出席い

ただきまして、重ねてお礼申し上げます。

 この常任委員会では、式典の実施計画や国ス

ポ本大会の実施要項総則、障スポ競技別会期な

ど、国スポ・障スポの開・閉会式及び競技会の

実施に向けて、重要な多くの議案を御承認いた

だきました。来年の国スポ・障スポに向けまし

て、引き続き準備に万全を期してまいります。

 それでは、総務政策常任委員会資料の２ペー

ジ、目次を御覧ください。

 今回、宮崎国スポ・障スポ局からお願いして

おります予算議案は、議案第45号「令和７年度

宮崎県一般会計補正予算」についてであります。

 その下の特別議案でありますが、新宮崎県体

育館建設主体工事に係る工事請負契約の変更に

ついてであります。

 最後にその下、その他報告事項でありますが、

県主要施設のスケジュールについて御報告いた

します。

 それでは、補正予算の概要について御説明い

たします。

 資料の３ページを御覧ください。

 宮崎国スポ・障スポ局の２月補正予算額は、

表の左から３列目の補正額にありますとおり、

５億5,193万2,000円の減額をお願いしておりま

す。これは、主に執行残による減額補正となっ

ております。これによりまして、２月補正後の

最終予算額は、表の右から３列目の補正後の額

にありますとおり、115億5,527万4,000円となり

ます。

 続きまして、４ページを御覧ください。

 繰越明許費補正（追加）でございます。

 表にありますとおり、「国民スポーツ大会開

催準備事業」６億3,272万8,000円及び「競技用

具等整備事業」2,049万3,000円の繰越しをお願

いするものであります。

 また、その下の繰越明許費補正（変更）では、

「県有スポーツ施設整備事業」2,340万円への増

額変更をお願いするものであります。

 それぞれの議案の詳細につきましては、この

後、担当次長等から御説明いたします。

○佐藤委員長 次に、予算議案についての説明

を求めます。委員の質疑は、説明終了後にお願

いをいたします。

○長倉宮崎国スポ・障スポ局次長 私から、ま

ず繰越明許費補正について御説明いたします。

 ４ページを御覧ください。

 上の表が繰越明許費補正（追加）であります

が、２つの事業の合計で６億5,322万1,000円の

繰越しをお願いするものです。

 １つ目の「国民スポーツ大会開催準備事業」

ですが、これは市町村が行う施設整備への補助

事業について、事業主体である市町の事業が繰

越しとなることから、令和８年度への繰越しを

お願いするものであります。

 その下の「競技用具等整備事業」ですが、主

にカヌー競技の艇の購入において、海外製で特

注品のため、制作や運搬に時間を要するなど、

関係機関との調整に日時を要したものでありま

す。

 次に、下の表、繰越明許費補正（変更）であ

ります。

 これは、11月定例県議会で追加をお願いいた

しました「県有スポーツ施設整備事業」につい

て、2,340万円への増額変更をお願いするもので

す。

 これは、体育館整備に伴い整備を進めており
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ました交差点の改良工事について、３度にわた

り入札公告を出しましたが、参加者が現れない

など、関係機関との調整に日時を要したことに

より、令和８年度へ繰越しをお願いするもので

あります。

 なお、４月に予定しておりますオープニング

セレモニー及び供用開始については、予定どお

り行うこととしております。

 続きまして、５ページを御覧ください。

 総務企画課の補正予算についてでございます。

 総務企画課の２月補正額は、上の表の目別総

括表の左から３列目、補正額の欄でありますが、

2,788万6,000円の減額補正をお願いしておりま

す。

 補正後の予算額は、右から３列目の欄、５億

4,585万8,000円となります。

 補正の内容についてです。下の表、事項別一

覧表の１行目の（事項）職員費2,288万6,000円

の減額ですが、これは令和７年度組織改正に伴

うもので、当初予算では新設されました障スポ

大会課の分を、総務企画課において計上してお

りましたが、今回、それぞれの課で職員費を計

上するということになりましたので、総務企画

課分としては減額となるものであります。

 次に、下の（事項）日本のひなた宮崎 国ス

ポ・障スポ事業費500万円の減額ですが、これは

県実行委員会への負担金について、実行委員会

事業であります各種調査経費の執行残等があっ

たものであります。

○橋倉競技・式典課長 常任会資料の６ページ

を御覧ください。

 競技・式典課の補正予算について御説明いた

します。

 競技・式典課の２月補正額は、上の表、目別

総括表の左から３列目、補正額の欄ですが、

7,373万1,000円の増額補正をお願いしておりま

す。補正後の予算額は、右から３列目、補正後

の額の欄ですが、１億6,506万3,000円となりま

す。

 補正の内容について、下の表、事項別一覧表

の左から３列目の（事項）職員費に係るもので

す。これは、令和７年度組織改正に伴い、職員

数が増加したことから、必要な予算を増額する

ものであります。

○財部施設調整課長 施設調整課の補正予算に

ついて御説明いたします。

 常任委員会資料の７ページを御覧ください。

 施設調整課の２月補正額は、上の表、目別総

括表の左から３列目、補正額の欄でありますが、

６億2,292万4,000円の減額補正をお願いしてお

ります。補正後の予算額は、右から３列目の欄、

96億7,433万6,000円となります。

 補正の主な内容につきましては、下の表、事

項別一覧表の一番上の（事項）職員費2,336万

7,000円の増額ですが、これは、令和７年度組織

改正に伴い、職員数が増加したことから、必要

な予算を増額するものであります。

 続きまして、２つ目の（事項）国民スポーツ

大会事業費６億4,629万1,000円の減額でありま

す。

 まず、説明欄１の「国民スポーツ大会開催準

備費」５億139万4,000円の減額でありますが、

これは、主に「市町村施設整備補助事業」にお

いて、市町村におけるスケジュールの変更など

から補助金の減額を行うものであります。

 次に、説明欄２の「県有スポーツ施設整備事

業」１億4,489万7,000円の減額でありますが、

これは、主にひなたＴＥＮＮＩＳ ＰＡＲＫ

ＭＩＹＡＺＡＫＩの整備において、工事内容の

精査を進める中で不要額が発生したことや、イ
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ンフレスライド等の額が、精査の結果、小さく

なったことなどにより減額するものであります。

○駒路障スポ大会課長 障スポ大会課の補正予

算について説明いたします。

 常任委員会資料の８ページを御覧ください。

 障スポ大会課の２月補正額は、上の表、目別

総括表の左から３列目、補正額の欄であります

が、6,386万9,000円の増額補正をお願いしてお

ります。

 補正後の予算額は、右から３列目の欄、6,386

万9,000円となります。

 補正の内容につきましては、下の表、（事項）

職員費6,386万9,000円の増額ですが、総務企画

課において説明がありましたとおり、令和７年

度組織改正に伴い、職員費を新たに計上するも

のであります。

○横山競技力向上推進課長 競技力向上推進課

の補正予算について説明いたします。

 常任委員会資料９ページを御覧ください。

 競技力向上推進課の２月補正額は、上の表の

左から３列目、3,872万2,000円の減額補正をお

願いしております。補正後の予算額は、右か

ら３列目、11億614万8,000円となります。

 それでは、補正の主な内容について御説明い

たします。

 ９ページの下の表を御覧ください。

 ２つ目の（事項）体育大会費ですが、1,000万

7,000円の減額をお願いしております。これは、

説明欄１の「国民スポーツ大会経費」における

国民スポーツ大会への派遣者数が見込みより減

少したことに伴い、補助金等を減額するもので

あります。

 ３つ目の（事項）競技力向上推進事業ですが、

3,825万5,000円の減額をお願いしております。

主なものは、説明欄１の（５）「競技力向上推

進員確保事業」でありまして、雇用人数等が見

込みを下回ったことにより、補助金を減額する

ものであります。

○佐藤委員長 執行部の説明が終わりました。

予算議案についての質疑はありませんか。

○山内委員 資料９ページについて、「競技力

向上推進員確保事業」で見込みを下回ったとい

うことでしたけれども、見込みは何人で、結果

はどれぐらい下回ったのか。また、目標達成に

ならなかったことによる影響は、どういうもの

があるか教えてください。

○横山競技力向上推進課長 見込みにつきまし

ては、45名を見込んでおりました。結果、42人

雇用したということであります。滋賀大会は目

標順位を大きく下回っておりますけれども、競

技力向上推進員が二十数名、２年縛りのまだ出

場できない選手もおりますけれども、半数が出

場しております。コンディション不良とか、非

常にレベルの高い試合にも参加しておりますの

で、そこでけがとかコンディション不良等が重

なって、我々が想定していた活躍ができなかっ

たこともあります。

 いよいよ喫緊に迫ってきましたので、競技団

体と連携を取りながら、まず国スポでのコンデ

ィション、目標を整えて、想定どおりの活躍を

期待できるように連携を取っていきたいと考え

ております。

○佐藤委員長 ほかにありませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 次に、特別議案についての説明

を求めます。委員の質疑は、執行部の説明終了

後にお願いいたします。

○財部施設調整課長 施設調整課の工事請負契

約の変更について御説明いたします。

 常任委員会資料の10ページを御覧ください。
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 １、事業概要につきましては記載のとおりで

ございます。変更をお願いする工事請負契約

は、２の（１）にありますとおり、新宮崎県体

育館建設主体工事の工事請負契約であります。

 変更内容でありますが、（２）にありますと

おり、契約金額について、変更前の74億3,826万

8,418円から、変更後の90億7,319万4,104円へ16

億3,492万5,686円の増額であります。

 ３にありますとおり、変更理由は資材価格の

高騰や賃金の上昇等の影響に対応するインフレ

スライドによるものです。

 宮崎県は、賃金等の急激な変動に対応する旨

の国からの通達の発出に基づき、インフレスラ

イドを適用できるものとしておりまして、ここ

十数年は毎年発出されております。

 当該工事におきましても、年度ごとに適正な

金額であるかを県が確認を行い、最終的なイン

フレスライド額を確定しているところでござい

ます。

 なお、今回の工事請負契約の変更は、令和

７年度当初予算に11月定例県議会の補正額を加

えた、これまでにお認めいただいた予算の範囲

内で行うものでございます。

 右の写真は、２月末時点の外観とメインア

リーナ内部の状況になります。ほぼ施設は完成

しており、３月中旬には引渡しを受ける予定と

なっております。

○佐藤委員長 執行部の説明が終了しました。

 特別議案について質疑はありませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。委員の質疑は、執行部の説明

終了後にお願いいたします。

○財部施設調整課長 県主要施設のスケジュー

ルについて御説明いたします。

 資料11ページを御覧ください。

 これまで施設調整課で整備を進めてまいりま

した４つの施設を記載しております。（１）の

「ＫＵＲＯＫＩＲＩ ＳＴＡＤＩＵＭ」及び

（２）のパーソルアクアパーク宮崎につきまし

ては、記載のとおり、令和６年12月に完成し、

令和７年４月に供用を開始しているところでご

ざいます。

 （３）のアスリートタウン延岡アリーナにつ

きましては、メインアリーナが今月完成し、

４月18日に完成式典を行い、同日に供用開始す

る予定となっているところです。

 また、（４）の「ひなたＴＥＮＮＩＳ ＰＡ

ＲＫ ＭＩＹＡＺＡＫＩ」につきましては、イ

ンドアコート及び管理棟を含む全面が今月完成

し、今月21日に完成式典を行い、同日に供用開

始する予定です。

 「ひなたＴＥＮＮＩＳ ＰＡＲＫ ＭＩＹＡ

ＺＡＫＩ」の完成式典に御出席いただく委員に

おかれましては、休日の御出席となりますが、

よろしくお願いいたします。

 右の写真は、体育館と庭球場の２月末時点の

状況となります。ちなみに体育館は、先ほどの

写真を裏側から見た写真になります。現時点

で２施設とも近く引渡しを受けることとなって

おります。

○佐藤委員長 執行部の説明が終了しました。

 その他報告事項についての質疑はありません

か。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは最後に、その他で何か

ございませんか。

○河野委員 来年の本大会に向けてなんですけ

れども、基本的なボランティアのスタッフとか

は、各団体がスタッフやボランティアなどを集
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めていくと聞いているんですけれども、時々ほ

かのいろんな県内の自治体の方、市議会議員と

か町議会議員の方と話すと、なかなかボランテ

ィアやスタッフ集めに不安があるという話をよ

く聞くんですけれども、そのあたりを教えてく

ださい。

○長倉宮崎国スポ・障スポ局次長 今、ボラン

ティアを私どもも集めていますし、各市町村競

技をやりますので、競技の補助員などもそれぞ

れの市町村なり、競技団体で集めているかと思

います。

 私どもは、いわゆる運営のボランティアであ

ったり、障スポ大会で障スポに参加する方たち

をサポートするボランティアとか、そういう方

たちを今集めています。去年ぐらいから集めて

いますので、まだまだ確かに委員おっしゃるよ

うに、もう少しまだ頑張らないといけないよう

な状況であります。

 それぞれの競技団体なり市町村が集めている

分については、細かく私どもは把握はしている

ところではございませんけれども、私たちも競

技・式典課のほうで競技運営を担っているとい

うこともありますので、その辺りは連携を取り

ながら、例えば学校に行って、そして学校の部

活動、例えば陸上部だったら陸上の競技のサ

ポートをしてもらうとか、我々としても動きな

がら、本番に向けて確保を進めていきたいと思

っております。

 その辺りいろいろ情報を集めながら、連携し

てやりたいと思っています。

○河野委員 どこに相談していいか、競技ごと

で集める段階で、本当は地元の担当課だったり

すると思うんですけれども、実際相談しづらい

感じの自治体も多分あるんだと思います。なの

で、県のほうからも積極的に、先んじてどうで

すかという声かけをしてもらうだけでも、確保

しやすくなってくると思うので、またお願いし

ます。

○佐藤委員長 それでは、以上をもちまして、

宮崎国スポ・障スポ局を終了いたします。

 暫時休憩いたします。

   午後３時33分休憩

─────────────────────

   午後３時37分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

 本委員会に付託されました議案について、執

行部の概要説明を求めます。

○平山会計管理者 説明に入ります前に、おわ

びを申し上げます。既に公表しておりますが、

１月20日に会計課から総務課を経由して、南那

珂農林振興局に送付した、昨年12月分の会計支

出証拠書類が所在不明になっております。

 既に支払いは完了しておりますが、書類には

102人分の氏名や住所、口座番号などの個人情報

が記載されており、情報漏えいのおそれがある

ことから、現在も継続して捜索しております。

 現時点では、外部への個人情報の流出は確認

されておりませんが、県民の皆様に御不安と御

心配をおかけしておりますことを、深くおわび

申し上げます。

 本件に該当する方々には、対面や電話にて事

情を説明いたしますとともに、文書での謝罪を

行ったところであります。

 今後は、このような事態が発生しないよう、

適正な文書管理を徹底いたしまして、信頼回復

に努めてまいります。

 会計管理局の令和７年度２月補正予算につい

て御説明いたします。

 委員会資料の４ページを御覧ください。

 表の左から３列目の補正額の欄にありますと
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おり、総額で7,352万8,000円の減額をお願いし

ております。この結果、補正後の額は、右か

ら３列目にありますとおり、８億1,749万円とな

ります。

 次に、課別の補正額とその主な内容について

御説明いたします。

 ５ページを御覧ください。

 まず、会計課の補正額は、表の左から３列目

にありますとおり、6,942万6,000円の減額であ

り、この結果、表の右から３列目になりますが、

補正後の額は、６億7,907万円となります。

 ６ページを御覧ください。

 補正の主な内容についてですが、一番上の段

の（事項）職員費2,144万6,000円の減額につい

ては、職員人件費の執行残等によるものであり

ます。

 次に、その下の段、（事項）出納事務費4,793

万円の減額であります。主な内容としましては、

右の説明及び事業名欄の１「出納事務執行に要

する経費」に係る指定金融機関に支払う支払事

務手数料などの執行残及び、４「ｅＬＴＡＸを

活用した公金収納デジタル化事業」に係るシス

テム改修費の契約額確定に伴う執行残によるも

のであります。

 ７ページを御覧ください。

 続きまして、物品管理調達課でございます。

補正額は、表の左から３列目にありますとおり、

410万2,000円の減額であり、この結果、表の右

から３列目、補正後の額は１億3,842万円となり

ます。

 ８ページを御覧ください。

 補正の主な内容についてですが、一番上の段

の（事項）職員費638万8,000円の増額は、物品

調達事務の本庁一元化に伴う職員数の増により、

人件費の所要見込み額が増えたことによるもの

であります。

 次の段の（事項）物品管理及び調達事務費460

万9,000円の減額ですが、これは右の説明及び事

業名欄の１「物品管理調達事務費」のうち、会

計年度任用職員の任用経費などの執行残による

ものであります。

 また、一番下の段の（事項）車両管理事務費

588万1,000円の減額ですが、これは主に２県有

車両の管理に要する経費のうち、公用車の自動

車任意保険料の執行残によるものであります。

○日髙人事委員会事務局長 令和７年度２月補

正予算について御説明いたします。

 委員会資料の10ページを御覧ください。

 表の左から３列目、補正額の欄でございます。

総額で1,397万8,000円の減額をお願いしており

ます。これによりまして、右から３列目、補正

後の予算総額は、１億5,491万2,000円となりま

す。

 次に補正の主な内容について御説明いたしま

す。

 資料の12ページを御覧ください。

 上から２段目の（目）事務局費1,387万5,000

円の減額のうち、１段目の（事項）職員費1,115

万2,000円の減額補正であります。これは、人事

異動に伴う職員構成の変動等による職員の給料

や諸手当、共済費の実績額が当初の見込みを下

回ったことによる執行残でございます。

 次に、３段目にあります（事項）県職員採用

試験及び任用研修調査費107万4,000円の減額に

ついてであります。これは、就職説明会や職員

採用試験の実施にかかる経費が、当初の見込額

を下回ったことによる執行残であります。

○坂元監査事務局長 監査事務局の令和７年

度２月補正予算について御説明いたします。

 委員会資料の14ページを御覧ください。
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 表の左から３列目、補正額の欄でございます

が、876万円の減額をお願いしております。この

結果、補正後の予算額は１億8,420万1,000円と

なります。

 次に、補正の主な内容について御説明いたし

ます。

 16ページを御覧ください。

 上から１段目の（目）委員費につきましては、

137万1,000円の減額でございます。その内訳で

すが、その右横の（事項）委員報酬92万9,000円

の減額は、監査委員報酬等の執行残によるもの

でございます。

 その下の（事項）運営費44万2,000円の減額は、

主に旅費等の執行残によるものでございます。

 次に、上から２段目の（目）事務局費につき

ましては、738万9,000円の減額でございます。

その内訳ですが、その右横の（事項）職員費360

万1,000円の減額は、職員の人件費の執行残等に

よるものでございます。

 その下の（事項）運営費378万8,000円の減額

は、主に旅費等の事務費の執行残によるもので

ございます。

○川畑議会事務局長 県議会事務局の令和７年

度２月補正予算につきまして御説明いたします。

 委員会資料の18ページを御覧ください。

 表の左から３列目の補正額の欄にありますと

おり、１億173万9,000円の減額であります。補

正後の予算額につきましては、右から３列目の

補正後の額の欄にありますとおり、10億9,460万

円となります。

 補正予算の内容について御説明いたします。

 20ページを御覧ください。

 （目）議会費であります。表の左から２列目

の補正額の欄にありますとおり、8,016万3,000

円の減額であります。

 主なものとしまして、まず一番上の段の（事

項）議員報酬が4,343万7,000円の減額でありま

す。これは、議員の辞職に伴う議員報酬等の執

行残によるものであります。

 次に、下から２段目の（事項）議会一般運営

費が2,991万1,000円の減額であります。これは、

政務活動費交付金を含む各種協議会の負担金な

どの執行残によるものであります。

 続きまして、21ページを御覧ください。

 （目）事務局費であります。左から２列目の

補正額の欄にありますとおり、2,157万6,000円

の減額であります。

 主なものとしまして、まず一番上の段の（事

項）職員費が440万3,000円の減額であります。

これは、事務局職員の人件費の執行残等による

ものであります。

 次に、下から２段目の（事項）議会一般運営

費の1,606万円の減額であります。これは、議場

照明ＬＥＤ化事業等の執行残によるものであり

ます。

○佐藤委員長 執行部の説明が終了しました。

 予算議案について質疑はありませんか。

○河野委員 資料の６ページで確認なんですが、

（事項）出納事務費の１と４が両方減額となっ

ていますが、この減額になった要因が何か教え

ていただけますか。

○中原会計課長 まずは、１の「出納事務執行

費に要する経費」でございますが、こちらにつ

きましては、県の様々な支払いに関しまして、

金融機関へお支払いする支払い手数料というの

がございます。振込等の支払い手数料と、公金

を収納するためにも収納手数料というのがかか

りますので、今回、見込額との差を減額させて

いただくというものでございます。

 ４の「ｅＬＴＡＸを活用した公金収納デジタ
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ル化事業」でございますが、こちらにつきまし

ては、令和７年と令和８年、２か年にかけまし

て、債務負担行為で事業を展開するものでござ

います。

 今回の減額につきましては、契約額が確定し

ましたので、予算との差額を今回減額させてい

ただくというものでございます。

○河野委員 要するに、件数が見込みより少な

かったということでいいんでしょうか。

○中原会計課長 ｅＬＴＡＸの事業に関しまし

ては、これからのシステム改修経費でございま

す。今後、システムの改修、連携テストを行い

まして、今の見込みでは、令和８年の９月から

実際システムを使い始めるということでござい

ますので、１件１件の手数料ということではご

ざいません。

○佐藤委員長 それでは、以上をもちまして、

会計管理局、人事委員会事務局、監査事務局、

議会事務局を終了いたします。

 暫時休憩いたします。

   午後３時50分休憩

─────────────────────

   午後３時52分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

 まず採決についてですが、委員会の日程の最

終日に行うことになっておりますので、９日の

月曜日に行いたいと思います。開会時刻は午後

１時としたいのですが、よろしいでしょうか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、そのように決定いた

します。

 次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

 暫時休憩いたします。

   午後３時52分休憩

─────────────────────

   午後３時53分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

 それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ございま

せんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

 その他で何かございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 以上で、本日の委員会を散会い

たします。

   午後３時53分散会
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令和８年３月９日（月曜日）

─────────────────────

   午後１時０分再開

────────────────

出席委員（７人）

  委 員 長   佐 藤 雅 洋

  副 委 員 長   齊 藤 了 介

  委      員   外 山   衛

  委      員   山 内 いっとく

  委      員   河 野 通 博

  委      員   今 村 光 雄

  委      員   松 本 哲 也

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

────────────────

事務局職員出席者

  議 事 課 主 査   岩 下 恵 美

  政策調査課主査   藤 原 諒 也

─────────────────────

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

 議案等の採決につきましては、議案等ごとが

よろしいでしょうか。一括がよろしいでしょう

か。

   〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 では、一括採決といたします。

議案第45号、議案第46号、議案第47号、議案第

64号、議案第66号、議案第79号、議案第80号及

び報告第１号につきましては、原案のとおり可

決することに御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第45号、議案第46号、議案第47号、議案第

64号、議案第66号、議案第79号、議案第80号及

び報告第１号につきましては、原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

 それでは最後に、その他で何かありませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、以上で委員会を閉会

いたします。委員の皆様、お疲れさまでした。

   午後１時１分閉会
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